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   第１章 総則

（約款の適用）

第１条 当社は、このクラウドプラットフォームサービス契約約款（以下「約款」といいま

す。）を定め、これによりクラウドプラットフォームサービス（当社がこの約款以外の契

約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。）を提供します。

（注）本条のほか、当社は、クラウドプラットフォームサービスに附帯するサービス（当社

が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。）をこの約款により

提供します。

（約款の変更）

第２条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合には、

料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びそ

の効力発生時期を、当社の指定するホームページその他相当の方法で周知するものとし、

変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。

２ 当社は、電気通信事業法施行規則（昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則

」といいます。）第22条の２の３第２項第１号に該当する事項の変更を行う場合、個別の

通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。

（用語の定義）

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用    語 用    語    の    意    味

１ 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

２ 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電

気通信設備を他人の通信の用に供すること

３ クラウドプラットフ

ォームサーバー設備

当社が、第８欄に定めるクラウドプラットフォームサービス取

扱所に設置するサーバー（電気通信設備であって、入力された

要求に応じてコンピュータプログラムの実行、情報の保存等の

機能を提供する電子計算機をいいます。以下同じとします。）

であって、第３の３欄に定めるベアメタルサーバー設備及び第

３の４欄に定めるファイルサーバー設備以外のもの

３の２ オブジェクトス

トレージ設備

３以上のデータ記憶装置（クラウドプラットフォームサーバー

設備に係るものを除きます。）を論理的に結合することにより

構成したデータ保存領域

３の３ ベアメタルサー

バー設備

当社が、第８欄に定めるクラウドプラットフォームサービス取

扱所に設置するサーバーであって、ハイパーバイザー（サーバ

ー上に仮想サーバー（サーバーとして機能する情報処理組織を

いいます。以下同じとします。）を設定し、制御するためのコ

ンピュータプログラムをいいます。以下同じとします。）、オ

ペレーティングシステム（他のコンピュータプログラムの実行

をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するコ

ンピュータプログラムをいいます。以下同じとします。）その

他のソフトウェアを搭載しないもの
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３の４ ファイルサーバ

ー設備

当社が、第８欄に定めるクラウドプラットフォームサービス取

扱所に設置するサーバーであって、専ら電子ファイルの保存等

の用に供するため、その１若しくは複数のデータ記憶装置又は

データ記憶装置の記憶領域の一部を第10欄に定めるクラウドプ

ラットフォームサービス契約者ごとに割り当てることができる

もの

４ クラウドプラットフ

ォーム仮想サーバー設

備

１又は２以上のクラウドプラットフォームサーバー設備の全部

又は一部分を用いて設定された仮想サーバーであって、クラウ

ドプラットフォームサーバー設備に相当するもの

４の２ ベアメタル仮想

サーバー設備

１又は２以上のベアメタルサーバー設備の全部又は一部分を用

いて設定された仮想サーバー（当社が別に定めるところにより

提供する仮想化オプションに係るもの若しくはBMテンプレート

に係るもの又はクラウドプラットフォームサービス契約者が指

定するハイパーバイザー若しくはハイパーバイザーに相当する

ものにより設定されるものをいいます。）であって、ベアメタ

ルサーバー設備に相当するもの

５ クラウドプラットフ

ォームサーバー等設備

クラウドプラットフォームサーバー設備又はクラウドプラット

フォーム仮想サーバー設備

５の２ ベアメタルサー

バー等設備

ベアメタルサーバー設備又はベアメタル仮想サーバー設備

６ クラウドプラットフ

ォームサービス

クラウドプラットフォームサーバー等設備、オブジェクトスト

レージ設備、ベアメタルサーバー等設備又はファイルサーバー

設備を使用して提供する電気通信サービス

７ クラウドプラットフ

ォーム設備

クラウドプラットフォームサービスを提供するために設置され

る電気通信回線設備（送信の場所と受信の場所との間を接続す

る伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びに

これらの附属設備（クラウドプラットフォームサーバー等設備

、オブジェクトストレージ設備、ベアメタルサーバー等設備及

びファイルサーバー設備を含みます。）をいいます。以下同じ

とします。）

８ クラウドプラットフ

ォームサービス取扱所

クラウドプラットフォームサービスに関する業務を行う当社の

事業所

９ クラウドプラットフ

ォームサービス契約

当社からクラウドプラットフォームサービスの提供を受けるた

めの契約

10 クラウドプラットフ

ォームサービス契約者

当社とクラウドプラットフォームサービス契約を締結している

者

11 ストレージ クラウドプラットフォームサーバー等設備の磁気ディスク装置

又は磁気ディスク装置に準じる物

11の２ ベアメタルスト

レージ設備

ベアメタルサーバー設備に内蔵される磁気ディスク装置又は磁

気ディスク装置に準じる物

11の３ ファイルサーバ

ーストレージ設備

専ら電子ファイルの保存等の用に供するため、クラウドプラッ

トフォームサービス契約者ごとに割り当てるファイルサーバー

設備上のデータ記憶装置又はデータ記憶装置の記憶領域の一部

12 リソース クラウドプラットフォームサーバー等設備又はベアメタルサー
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バー設備における情報処理の用に供される中央演算処理装置、

メモリ（当該中央演算処理装置が直接読み書きすることができ

るクラウドプラットフォームサーバー等設備又はベアメタルサ

ーバー設備の主記憶装置をいいます。以下同じとします。）、

ストレージ及びベアメタルストレージ設備

13 アクセスポイント クラウドプラットフォーム設備と当社の他の電気通信サービス

に係る電気通信回線設備との接続点

14 相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者（電気通信事業法（昭和59 

年法律第86 号。以下「事業法」といいます。）第９条の登録

を受けた者又は事業法第16 条第１項の届出をした者をいいま

す。以下同じとします。）との間の相互接続協定（事業法第33

条第９項若しくは同条第10 項又は第34 条第４項の規定に基

づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の

接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。）に

基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点

15 契約者識別符号 クラウドプラットフォームサービス契約者を識別するための英

字及び数字の組み合わせであって、当社がクラウドプラットフ

ォームサービス契約に基づいて当該契約者に割り当てるもの

15の２ アカウント情報 クラウドプラットフォームサービス契約者がクラウドプラット

フォームサービスを利用するにあたり、クラウドプラットフォ

ーム契約者が当社に提供するクラウドプラットフォームサービ

ス利用に関する情報（例：契約者識別符号に関連する氏名、電

話番号、電子メールアドレスおよび支払情報）

15の３ 削除 削除

15の４ エンドユーザー 直接、又は別のクラウドプラットフォームサービス契約者を通

じて間接的に、以下を行う個人または団体

(a)クラウドプラットフォームサービス契約者コンテンツへ

のアクセスもしくはその利用

(b)クラウドプラットフォームサービス契約者の契約者識別

符号に関連して提供されるクラウドプラットフォームサー

ビスその他へのアクセスもしくはその利用

「エンドユーザー」には、エンドユーザー自らの契約者識別符

号に基づきクラウドプラットフォームサービス又はクラウドプ

ラットフォーム契約者コンテンツにアクセスし、それらを利用

する場合のその個人または団体を含まない。

16 端末設備 電気通信回線設備の終端に接続される電気通信設備であって

、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内

（これに準ずる区域内を含みます。）又は同一の建物内であ

るもの

17 自営端末設備 クラウドプラットフォームサービス契約者が設置する端末設備

18 自営電気通信設備 電気通信事業者（電気通信回線設備を設置するものに限りま

す。）以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備

以外のもの

19 技術基準等 端末設備等規則（昭和60年郵政省令第31号）、その他の端末設
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備等に係る接続の技術的条件

20 端末回線 第４条に定める専有サーバー若しくは共用サーバー、オブジェ

クトストレージ設備又はベアメタルサーバー設備と申込者が指

定した場所（クラウドプラットフォームサービス取扱所内の当

社が定めたものに限ります。この約款において「端末回線の終

端」といいます。）との間に設置する電気通信回線

21 消費税相当額 消費税法（昭和63年法律第108号) 及び同法に関する法令の規

定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法（昭和25年法

律第226 号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税される

地方消費税の額

22 クラウドプラットフ

ォームサービス契約者コ

ンテンツ

クラウドプラットフォームサービス契約者又はエンドユーザー

が、クラウドプラットフォーム契約者の契約者識別符号に関連

して、クラウドプラットフォームサービスによる処理、保存ま

たはホスティングのために当社に転送するコンテンツ、及びク

ラウドプラットフォームサービス契約者およびエンドユーザー

によるクラウドプラットフォームサービスの利用により、クラ

ウドプラットフォームサービス契約者またはエンドユーザーが

前記から得たコンピューターの結果

（例：クラウドプラットフォームサービス契約者には、クラウ

ドプラットフォームサービス契約者又はエンドユーザーが、ク

ラウドプラットフォームサービス内に保存しているコンテンツ

が含まれる。クラウドプラットフォームサービス契約者コンテ

ンツには、アカウント情報は含まれない）

23 ゾーン クラウドプラットフォーム設備を設置している場所ごとに、そ

の場所を指し示すために当社が所定のルールで付与する識別子
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   第２章 クラウドプラットフォームサービスの種類等

（クラウドプラットフォームサービスの種類等）

第４条 クラウドプラットフォームサービスには、次の種類があります。

種    類 内            容

プレミアム 専有サーバー（１のクラウドプラットフォームサービス契約者の用に

供することを目的として設置するクラウドプラットフォームサーバー

設備をいいます。以下同じとします。）により提供するクラウドプラ

ットフォームサービス

バリュー 共用サーバー（複数のクラウドプラットフォームサービス契約者の用

に供することを目的として設置するクラウドプラットフォームサーバ

ー設備をいいます。以下同じとします。）により提供するクラウドプ

ラットフォームサービスで、フレキシブル以外のもの

フレキシブル 共用サーバーにより提供するクラウドプラットフォームサービスで、

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備の性能を、当社が別に定

めるプロセッサコアの数とメモリの容量の中から、クラウドプラット

フォームサービス契約者が自由に組み合わせることができるもの

オブジェクトス

トレージ

オブジェクトストレージ設備を利用して提供するクラウドプラットフ

ォームサービス

ファイルサーバ

ー

ファイルサーバー設備を利用して提供するクラウドプラットフォー

ムサービス

ベアメタルサー

バー

ベアメタルサーバー設備を利用して提供するクラウドプラットフォ

ームサービス

備考

１ オブジェクトストレージ設備に係る通信は、最大1Gbps の電気通信回線を用いて

提供します。

２ ファイルサーバー設備は、第１類ワイドエリアバーチャルスイッチサービス又は

第２類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係るＬ３仮想チャネルから行う

通信に限り取り扱います。

３ 当社は、プレミアム、バリュー又はフレキシブルに係るクラウドプラットフォー

ムサービス契約者に限り、オブジェクトストレージを提供します。

４ 当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、オブジェクトストレージ

若しくはファイルサーバーを利用した場合に生じた情報の破損若しくは滅失による

損害又はオブジェクトストレージ設備若しくはファイルサーバーストレージ設備に蓄

積された情報等に起因する損害については、当社に故意又は重大な過失がない限り

、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。

５ 当社は、プレミアム、バリュー又はフレキシブルに係るクラウドプラットフォー

ムサービス（当社が別に定める区域に係るものに限ります。以下「特定クラウドプ

ラットフォームサービス」といいます。）の契約者（以下「特定クラウドプラット

フォームサービス契約者」といいます。）に限り、ベアメタルサーバーを提供しま

す。

６ クラウドプラットフォームサービスに関して、この約款に定めのない事項は当社
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が別に定めるところによります。
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   第３章 クラウドプラットフォームサービスの提供区間等

（クラウドプラットフォームサービスの提供区間等）

第５条 当社のクラウドプラットフォームサービスは、別記１に定める提供区間において提

供します。

２ アクセスポイント又は相互接続点の所在場所等は変更することがあります。

３ 当社は、当社が指定するクラウドプラットフォームサービス取扱所において、クラウド

プラットフォームサービスのゾーンを閲覧に供します。
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   第４章 クラウドプラットフォームサービス契約

（契約の単位）

第６条 当社は、１の契約者識別符号ごとに１のクラウドプラットフォームサービス契約を

締結します。

（共同契約）

第７条 当社は、１のクラウドプラットフォームサービス契約について、クラウドプラット

フォームサービス契約者が２人以上となるクラウドプラットフォームサービス契約（以下

「共同契約」といいます。）を締結します。

２ 前項の場合、クラウドプラットフォームサービス契約者のうち１人を当社に対する代表

者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。

（契約申込の方法）

第８条 クラウドプラットフォームサービス契約の申込みをするときは、契約事務を行うク

ラウドプラットフォームサービス取扱所に対し、当社所定の申込みをしていただきます。

（契約申込の承諾）

第９条 当社は、クラウドプラットフォームサービス契約の申込みがあったときは、受け付

けた順序に従って承諾します。

２ 前項の規定にかかわらず、当社は、クラウドプラットフォームサービスの提供に必要な

クラウドプラットフォーム設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することが

あります。

３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、そのクラウドプラットフォームサ

ービス契約の申込みを承諾しないことがあります。

（１）申込みのあったクラウドプラットフォームサービスを提供するために必要なクラウド

プラットフォーム設備を設置若しくは設定し、又は保守することが技術上著しく困難な

とき。

（２）クラウドプラットフォームサービス契約の申込みをした者がクラウドプラットフォー

ムサービスに係る料金等（この約款の規定により、支払いを要することとなったクラウ

ドプラットフォームサービスの料金及び割増金等の料金以外の債務を含みます。以下同

じとします。）その他の債務（当社の他の契約約款等の規定により支払いを要すること

となったクラウドプラットフォームサービスに関するサービス等に関する債務（当社が

クラウドプラットフォームサービスの料金と料金月（１の暦月の起算日（当社が契約者

ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。以下同じとします。）から次の暦月の起算

日の前日までの間をいいます。以下同じとします。）単位で一括して請求するものに限

ります。）をいいます。以下同じとします。）の支払いを現に怠り、又は怠るおそれが

あるとき。

（３）クラウドプラットフォームサービス契約の申込みをした者が第21条（クラウドプラッ

トフォームサービスの利用停止）の規定によりクラウドプラットフォームサービスの利

用を停止されているとき、又は当社が行うクラウドプラットフォームサービス契約の解

除を受けたことがあるとき。

（４）クラウドプラットフォームサービス契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽

の申告をしたとき。
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（５）オブジェクトストレージの申込みをした者がプレミアム、バリュー又はフレキシブル

に係るクラウドプラットフォームサービス契約者でないとき、又はプレミアム、バリュ

ー又はフレキシブルに係るクラウドプラットフォームサービスの申込みを行わないとき

。

（６）ベアメタルサーバーの申込みをした者が特定クラウドプラットフォームサービス契約

者でないとき、又は特定クラウドプラットフォームサービスの申込みを行わないとき。

（７）第32条（利用に係るクラウドプラットフォームサービス契約者の義務）の規定に違反

するおそれがあるとき。

（８）クラウドプラットフォームサービス契約の申込みをした者が当社が提供する電気通信

サービスの利用を停止されたことがあるとき、又は当社が行う契約の解除を受けたこと

があるとき。

（９）その他クラウドプラットフォームサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障が

あるとき。

４ 当社は、前３項の規定に関わらず、次の場合には、そのクラウドプラットフォームサー

ビス契約の申込み（当社が提供する別記２に定める電気通信サービスに係る電気通信回線

との接続の請求を含むものに限ります。）を承諾しません。

（１）そのクラウドプラットフォームサービス契約に係るクラウドプラットフォーム設備と

接続する別記２に定める電気通信回線が存在しないとき。

（２）そのクラウドプラットフォームサービス契約に係るクラウドプラットフォームサービ

ス契約者（そのクラウドプラットフォームサービス契約が共同契約であるときは、その

共同契約におけるいずれかのクラウドプラットフォームサービス契約者をいいます。）

が、前号に定める電気通信回線に係る別記２に掲げる契約約款に定める回線群代表者が

指定した者と異なるとき（当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。）。

５ 前４項の規定にかかわらず、当社はそのクラウドプラットフォームサービス契約の申込

をする際、クラウドプラットフォームサービスの種類がプレミアムを選択するものである

ときは、その申込みを承諾しません。

６ 前５項の規定によるほか、当社は、そのクラウドプラットフォームサービス契約の申込

みを承諾することによりこの約款の規定に反することとなる場合は、そのクラウドプラッ

トフォームサービス契約の申込みを承諾しません。

７ 当社は、第１項の請求（当社が提供する別記２に定める電気通信サービスに係る電気通

信回線との接続の請求を含むものに限ります。）を承諾したときは、クラウドプラットフ

ォームサービス契約者から指定のあったアクセスポイントを介して、指定のあったクラウ

ドプラットフォーム設備と指定のあった当社が提供する別記２に定める電気通信サービス

に係る電気通信回線との接続を行います。

（クラウドプラットフォームサービスの利用の一時中断）

第10条 当社は、クラウドプラットフォームサービス契約者から当社所定の方法により請求

があったときは、クラウドプラットフォームサービスの利用の一時中断（そのクラウドプ

ラットフォームサービス契約に係るクラウドプラットフォーム設備を他に転用することな

くクラウドプラットフォームサービスを一時的に利用できないようにすることをいいます

。以下同じとします。）を行います。

（クラウドプラットフォームサービス契約に基づく権利の譲渡の禁止）
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第11条 クラウドプラットフォームサービス契約者がクラウドプラットフォームサービス契

約に基づいてクラウドプラットフォームサービスの提供を受ける権利は、譲渡することが

できません。

（破産等によるクラウドプラットフォームサービス契約の解除）

第12条 当社は、クラウドプラットフォームサービス契約者について、破産法、民事再生法

又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、

直ちにそのクラウドプラットフォームサービス契約を解除することがあります。

（クラウドプラットフォームサービス契約者が行うクラウドプラットフォームサービス契

約の解除）

第13条 クラウドプラットフォームサービス契約者は、クラウドプラットフォームサービス

契約を解除しようとするときは、あらかじめ、当社所定の方法により、契約事務を行うク

ラウドプラットフォームサービス取扱所に通知していただきます。
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（当社が行うクラウドプラットフォームサービス契約の解除）

第14条 当社は、第21条（クラウドプラットフォームサービスの利用停止）の規定によりク

ラウドプラットフォームサービスの利用を停止されたクラウドプラットフォームサービス

契約者がなおその事実を解消しない場合は、そのクラウドプラットフォームサービス契約

を解除することがあります。

２ 当社は、クラウドプラットフォームサービス契約者が第21条第１項各号の規定のいずれ

かに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められ

るときは、前項の規定にかかわらず、クラウドプラットフォームサービスの利用停止をし

ないでそのクラウドプラットフォームサービス契約を解除することがあります。

３ 当社は、第９条（契約申込の承諾）第４項各号のいずれかの規定に該当することとなっ

たときは、そのクラウドプラットフォームサービス契約を解除します。

４ 当社は、前３項の規定により、そのクラウドプラットフォームサービス契約を解除しよ

うとするときは、あらかじめ、そのことをクラウドプラットフォームサービス契約者に通

知します。

（クラウドプラットフォームサービス又は付加機能の提供ができなくなった場合の措置）

第15条 当社は、当社又はクラウドプラットフォームサービス契約者の責めによらない理由

によりクラウドプラットフォームサービス又は付加機能の全部又は一部の提供ができなく

なったときは、その提供条件を著しく変更することにならないと当社が判断する範囲内で

、そのクラウドプラットフォームサービス又は付加機能に係る提供条件を変更し、又はク

ラウドプラットフォームサービス契約の解除又は付加機能の廃止を行うことがあります。

  ただし、そのクラウドプラットフォームサービスについて、クラウドプラットフォーム

サービス契約者からクラウドプラットフォームサービス契約の解除又は付加機能の廃止の

通知があったときは、この限りでありません。

２ 当社は、前項の規定により、現に提供中のクラウドプラットフォームサービス又は付加

機能について、その提供条件の変更（そのクラウドプラットフォームサービス契約者が現

に提供を受けているクラウドプラットフォームサービス又は付加機能について、その同一

条件での提供を継続しつつ、第９条に定めるあらたな承諾を終了するものを除きます。）

又はそのクラウドプラットフォームサービス契約の解除又は付加機能の廃止をするときは

、あらかじめ、そのことをそのクラウドプラットフォームサービス契約者に通知します。

（注）当社は、本条第１項に定める提供条件の変更又はクラウドプラットフォームサービス

契約の解除又は付加機能の廃止をするときは、あらかじめ、そのことをそのクラウドプ

ラットフォームサービス契約者に通知します。

（契約内容の変更）

第16条 クラウドプラットフォームサービス契約者は、第８条（契約申込の方法）に基づき

申告した契約内容の変更を行うときは、当社所定の方法により請求していただきます。

２ 前項の規定にかかわらず、料金表第１表（基本利用料）に定める細目は、変更すること

ができません。

  ただし、料金表第１表（基本利用料）に特段の定めがある場合は、その定めるところに

よります。

３ 当社は、前項の請求があったときは、第９条（契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱

います。
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（その他の提供条件）

第17条 クラウドプラットフォームサービス契約に係るその他の提供条件については、別記

３及び４に定めるところによります。
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   第５章 付加機能

（付加機能の提供）

第18条 当社は、クラウドプラットフォームサービス契約者から請求があったときは、次の

場合を除いて、別表に規定するところにより、付加機能を提供します。

（１）付加機能の提供を請求したクラウドプラットフォームサービス契約者が、料金表第２

表に定める付加機能使用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

（２）付加機能の提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当

社の業務の遂行上支障があるとき。

２ 第 16条（契約内容の変更）の規定は、付加機能について準用します。

（付加機能の廃止）

第19条 クラウドプラットフォームサービス契約者は、付加機能を廃止しようとするときは

、あらかじめ、当社所定の方法により、そのことを契約事務を行うクラウドプラットフォ

ームサービス取扱所に通知していただきます。

２ 当社は、クラウドプラットフォームサービス契約者がそのクラウドプラットフォームサ

ービス契約を解除し、又は当社がそのクラウドプラットフォームサービス契約を解除した

ときは、クラウドプラットフォームサービス契約者から当該クラウドプラットフォームサ

ービス契約に係る付加機能を廃止する通知があったものとして取扱います。

３ 前２項及び第15条に定めるほか、当社は、別表に特段の定めがあるときは、その付加機

能の廃止を行うことがあります。
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   第６章 利用中止等

（クラウドプラットフォームサービスの利用中止）

第20条 当社は、次の場合には、クラウドプラットフォームサービスの利用を中止すること

があります。

（１）クラウドプラットフォーム設備の保守上やむを得ないとき。

（２）第５条（クラウドプラットフォームサービスの提供区間等）第２項の規定により、ア

クセスポイント又は相互接続点の所在場所を変更するとき。

（３）契約者識別符号その他の認証用の情報について、不正利用又は漏洩の疑いがあると当

社が認めたとき。

２ 当社は、前項の規定によりクラウドプラットフォームサービスの利用を中止するときは

、あらかじめ、そのことをクラウドプラットフォームサービス契約者にお知らせします。

  ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

（クラウドプラットフォームサービスの利用停止）

第21条 当社は、クラウドプラットフォームサービス契約者が次のいずれかに該当する場合

は、６か月以内で当社が定める期間（そのクラウドプラットフォームサービスに係る料金

等その他の債務を支払わないときは、その料金等その他の債務が支払われるまでの間）、

そのクラウドプラットフォームサービスの利用を停止することがあります。

（１）料金等その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないと

き。

（２）クラウドプラットフォームサービス契約者がそのクラウドプラットフォームサービス

又は当社と契約を締結している他のクラウドプラットフォームサービスの利用において

、第32条（利用に係るクラウドプラットフォームサービス契約者の義務）の規定に違反

したと当社が認めたとき。

（３）クラウドプラットフォームサービス契約者が当社と契約を締結している他の電気通信

サービス（他のクラウドプラットフォームサービスを含みます。以下本条において同じ

とします。)又は締結していた他の電気通信サービスに係る料金等その他の債務（その

契約により支払いを要することとなったものをいいます。）について、支払期日を経過

してもなお支払わないとき。

（４）前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、クラウドプラットフォームサ

ービスに関する当社の業務の遂行若しくはクラウドプラットフォームサービス設備に著

しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。

（５）当社の承諾を得ずに、端末回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気

通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気

通信回線を接続したとき。

（６）端末回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合

その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けるこ

とを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自

営端末設備又は自営電気通信設備を端末回線から取り外さなかったたとき。

２ 当社は、前項の規定によりクラウドプラットフォームサービスの利用停止をするときは

、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間をクラウドプラットフォームサービ

ス契約者に通知します。

  ただし、第１項第２号又は第４号よりクラウドプラットフォームサービスの利用停止を
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する場合であって、緊急止むを得ないときは、この限りでありません。
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   第７章 通信

（通信利用の制限等）

第22条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に

おいて、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給

の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を

要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関にて利用されてい

るクラウドプラットフォームサービスであって、当社がそれらの機関との協議により定め

たもの以外のものによる利用を中止する措置を執ることがあります。

機    関    名

気象機関

水防機関

消防機関

災害救助機関

秩序の維持に直接関係がある機関

防衛に直接関係がある機関

海上の保安に直接関係がある機関

輸送の確保に直接関係がある機関

通信役務の提供に直接関係がある機関

電力の供給に直接関係がある機関

水道の供給に直接関係がある機関

ガスの供給に直接関係がある機関

選挙管理機関

別記５に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関

預貯金業務を行う金融機関

その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

２ 通信が著しくふくそうしたときは、通信がクラウドプラットフォーム設備に着信しない

ことがあります。

３ クラウドプラットフォーム設備への通信(インターネットを介して行うものに限ります

。）が、当社等の電気通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場

合は、その伝送速度を一時的に制限することがあります。
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  第７章の２ 回線相互接続

（回線相互接続）

第22条の２ クラウドプラットフォームサービス契約者は、その端末回線の終端において、

又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その端末回線と当社が提供する電

気通信サービスに係る電気通信回線又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回

線との相互接続の請求をすることができます。この場合には、その相互接続に係る電気通

信回線の名称、その相互接続を行う場所、その相互接続を行うために使用する電気通信設

備の名称その他その相互接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所

定の書面を契約事務を行うクラウドプラットフォームサービス取扱所に提出していただき

ます。

２ 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関して、その電気通信事業者の承諾が

得られない場合を除いて、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品

質を保証するものでないことを条件として、その請求を承諾します。また、端末回線と接

続する電気通信回線を更に他の電気通信回線と接続する場合も同様の条件を適用します。

３ クラウドプラットフォームサービス契約者は、その接続について、第１項の規定により

契約事務を行うクラウドプラットフォームサービス取扱所に提出した書面に記載した事項

について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただき

ます。この場合には、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。

４ クラウドプラットフォームサービス契約者は、その接続を終了しようとするときは、あ

らかじめ、そのことを書面により契約事務を行うクラウドプラットフォームサービス取扱

所に通知していただきます。
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   第８章 料金等

    第１節 料金

（料金）

第23条 当社が提供するクラウドプラットフォームサービスに係る料金は、基本利用料及び

付加機能利用料とし、料金表に定めるところによります。

    第２節 料金の支払義務

（定額利用料の支払義務）

第24条 クラウドプラットフォームサービス契約者は、そのクラウドプラットフォームサー

ビス契約に基づいて当社がクラウドプラットフォームサービスの提供を開始した日（付加

機能にあっては、その付加機能の提供を開始した日をいいます。以下この条において同じ

とします。）から起算してクラウドプラットフォームサービス契約の解除があった日（付

加機能にあっては、その付加機能の廃止があった日をいいます。以下この条において同じ

とします。）までの期間（クラウドプラットフォームサービスの提供を開始した日とクラ

ウドプラットフォームサービスの解除があった日が同一の日である場合は、その日）につ

いて、当社が提供するクラウドプラットフォームサービスの態様に応じて、定額利用料（

料金表第１表（基本利用料）又は料金表第２表（付加機能利用料）に定める料金のうち、

定額料金であるものをいいます。以下同じとします。）の支払いを要します。

  ただし、この約款又は料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。

２ 前項の期間において、利用停止等によりクラウドプラットフォームサービスを利用する

ことができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。

（１）利用停止又は利用の一時中断があったときは、クラウドプラットフォームサービス契

約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。

（２）前号の規定によるほか、クラウドプラットフォームサービス契約者は、次の場合を除

いて、クラウドプラットフォームサービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支

払いを要します。

区         別 支払いを要しない定額利用料

クラウドプラットフォームサービス契約者

の責めによらない事由により、クラウドプ

ラットフォームサービスを全く利用できな

い状態（クラウドプラットフォーム設備に

よる全ての通信に著しい支障が生じ、全く

利用できない状態と同程度の状態となる場

合を含みます。以下この表において同じと

します。）が生じた場合に、そのことを当

社が知った時刻から起算して24時間以上そ

の状態が連続したとき。

そのことを当社が知った時刻以後の利用でき

なかった時間（24時間の倍数である部分に限

ります。）について、24時間ごとに日数を計

算し、算出したその日数に対応する定額利用

料

３ 当社は、支払いを要しないこととされた定額利用料が既に支払われているときは、その

定額利用料を返還します。

（注１）定額利用料の日割については、料金表通則に定めるところによります。

（注２）クラウドプラットフォームサービスの提供を開始した日は、当社がクラウドプラッ
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トフォームサービス契約に基づいて当該契約者に契約者識別符号を割り当てた日とし

ます。

（利用料の支払義務）

第24条の２ 削除

２ 契約者は、利用料について、当社の機器の故障等により正しく算定できない期間が生じ

た場合は、次の方法により算定した利用料の支払いを要します。

（１）（２）以外の場合

   把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した１日平均の利用料又

は故障等の回復後の７日間における１日平均の利用料のうち低い方の値に、算定できな

かった期間の日数を乗じて得た額

（２）過去１年間の実績を把握することができる場合

   機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日（初日が確定できな

いときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日

）を含む料金月の前12料金月の各料金月における１日平均の利用料が最低となる値に、

算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
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    第３節 料金の計算方法等

（料金の計算方法等）

第25条 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、この約款に特段の定めがある場合を除き

、料金表通則に定めるところによります。

   第４節 割増金及び延滞利息

（割増金）

第26条 クラウドプラットフォームサービス契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は

、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の２倍

に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支

払っていただきます。

（延滞利息）

第27条 クラウドプラットフォームサービス契約者は、料金等（延滞利息を除きます。）に

ついて支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日

の前日までの日数について年14.5％の割合（年当たりの割合は、閏年の日を含む期間につ

いても、365日当たりの割合とします。）で計算して得た額を延滞利息として、当社が指

定する期日までに支払っていただきます。
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   第９章 保守

（修理又は復旧の順位）

第28条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を

修理し、又は復旧することができないときは、第22条（通信利用の制限等）の規定により

優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し

、又は復旧します。この場合において、第１順位及び第２順位の電気通信設備は、同条の

規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。

順  位 修理又は復旧する電気通信設備

１

気象機関に設置されるもの

水防機関に設置されるもの

消防機関に設置されるもの

災害救助機関に設置されるもの

秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの

防衛に直接関係がある機関に設置されるもの

海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの

輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの

通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの

電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの

２

水道の供給に直接関係がある機関に設置されるもの

ガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの

選挙管理機関に設置されるもの

別記５に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置され

るもの

預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの

その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの（第１順

位となるものを除きます。）

３ 第１順位及び第２順位に該当しないもの

（クラウドプラットフォームサービス契約者の維持責任）

第28条の2 クラウドプラットフォームサービス契約者は、その端末回線に接続されている

自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。

（クラウドプラットフォームサービス契約者の切分責任）

第28条の3 クラウドプラットフォームサービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信

設備が端末回線に接続されている場合であって、端末回線を利用することができなくなっ

たときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社

に修理の請求をしていただきます。

２ 前項の確認に際して、クラウドプラットフォームサービス契約者から要請があったとき

は、当社は、クラウドプラットフォームサービス取扱所において試験を行い、その結果を

クラウドプラットフォームサービス契約者にお知らせします。

３ 当社は、前項の試験により端末回線に故障がないと判定した場合において、クラウドプ

ラットフォームサービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自

営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、クラウドプラットフォームサービス契
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約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する

費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

（注）当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備については、本

条の規定は適用がないものとします。
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    第 10章 損害賠償

（損害賠償）

第29条 当社は、クラウドプラットフォームサービスを提供すべき場合において、当社の責

めに帰すべき理由によりその提供を行わなかったときは、そのクラウドプラットフォーム

サービスが全く利用できない状態（当該クラウドプラットフォーム契約に係る電気通信設

備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場

合を含みます。以下この条において同じとします。）にあることを当社が知った時刻から

起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該クラウドプラットフォーム契

約者の損害を賠償します。

  ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより損害を賠償す

る場合は、この限りでありません。

２ 前項の場合において、当社は、クラウドプラットフォームサービスが全く利用できない

状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間（24時間の倍数である

部分に限ります。）について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該クラ

ウドプラットフォームサービスに係る定額利用料の合計額を発生した損害とみなし、その

額に限って賠償します。

３ 当社は、クラウドプラットフォームサーバー等設備、オブジェクトストレージ設備、ベ

アメタルサーバー等設備、ファイルサーバー設備その他の電気通信設備に蓄積されたデー

タが滅失し、毀損し、漏洩し、又は本来の利用目的以外に使用されたことにより発生する

損害については、責任を負いません。

４ 当社は、クラウドプラットフォームサービスを提供すべき場合において、当社の故意又

は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前３項の規定は適用しません。

（免責）

第30条 天災地変、騒乱、暴動、労働争議その他当社の責めに帰すべからざる事由による本

契約の不履行又は遅滞について、当社は、契約者又はその他の第三者に対してその責任を

負わないものとします。

２ 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更

等を要することとなった場合であっても、その改造又は変更等に要する費用について負担

しません。

  ただし、技術的条件を変更したため、現に端末回線に接続されている自営端末設備又は

自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその

変更した規定に係る部分に限り負担します。
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  第 11章 雑則

（承諾の限界）

第31条 当社は、クラウドプラットフォームサービス契約者からこの約款の規定の適用に係

る請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守するこ

とが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないこ

とがあります。この場合は、その理由をその請求をしたクラウドプラットフォームサービ

ス契約者にお知らせします。

  ただし、この約款に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。

（利用に係るクラウドプラットフォームサービス契約者の義務）

第 32条 クラウドプラットフォームサービス契約者は、次のことを守っていただきます。

（１）その端末回線を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその端

末回線に線条その他の導体を連絡しないこと。

   ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端

末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この

限りでありません。

（２）通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。

（３）当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その端末回線に他の機械、付

加物品等を取り付けないこと。

（４）その端末回線を善良な管理者の注意をもって保管すること。

（５）違法に、又は公序良俗に反する態様で、クラウドプラットフォームサービスを利用し

ないこと。

（６）契約者識別符号その他の認証用の情報について、善良な管理者の注意をもって管理す

ることとし、これらの不正使用が想定される事態が発生したときは、そのことを速やか

にクラウドプラットフォームサービス取扱所に届け出ること。

（７）削除

（８）クラウドプラットフォームサービス契約者は、クラウドプラットフォームサービスの

全部又は一部をクラウドプラットフォームサービス契約者以外の者に使用させる場合は

、そのクラウドプラットフォームサービスを使用する者の行為についても、当社に対し

て責任を負うこと。

２ 当社は、クラウドプラットフォームサービス契約者の行為が別記６に定める禁止行為の

いずれかに該当すると判断した場合は、前項第１号の義務に違反したものとみなします。

３ クラウドプラットフォームサービス契約者は、第１項の規定に違反して他人に与えた損

害について、一切の責任を負っていただきます。

（クラウドプラットフォームサービス契約者に係る情報の取得）

第32条の２ クラウドプラットフォームサービス契約者は、本サービス提供にかかわるもの

の氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を当

社が取得することを承諾するものとします。

（クラウドプラットフォームサービス契約者に係る情報の利用）

第33条 当社は、第32条の２に定めるクラウドプラットフォームサービス契約者に係る情報
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を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、料金等の適用又は料金等

その他の債務の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利

用します。

（注）業務の遂行上必要な範囲での利用には、クラウドプラットフォームサービス契約者

に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。

２ 第32条の２及び前項に定めるほか、本サービスに関して取得したクラウドプラットフォ

ームサービス契約者に関する情報の取扱いについては、別途当社の定める「ＫＤＤＩプラ

イバシーポリシー（https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/）」が適用

されます。

  

第33条の２ クラウドプラットフォームサービス契約者は、クラウドプラットフォームサー

ビス契約者コンテンツが保存されるサイトを指定することができます。クラウドプラット

フォームサービス契約者は、自らが選択するサイトにおけるクラウドプラットフォームサ

ービス契約者コンテンツの保存および当該サイトへのクラウドプラットフォームサービス

契約者コンテンツの転送に同意していただきます。

２ 当社は、提供されるクラウドプラットフォームサービスを維持もしくは提供するのに必

要な場合、又は法律若しくは政府機関の拘束力ある命令を遵守するのに必要な場合を除き

、クラウドプラットフォームサービス契約者コンテンツにアクセス若しくはそれを利用し

ません。

３ 当社は、法律又は政府機関の拘束力ある命令を遵守するのに必要な場合を除き、いかな

る政府又は第三者に対しても、クラウドプラットフォームサービス契約者コンテンツを開

示しません。

４ 当社は、クラウドプラットフォームサービス契約者が選択したサイトからサービス利用

者コンテンツを移動しません。

５ 法律又は政府機関の拘束力ある命令に違反することにならない限り、当社は、本条に言

及のある法的要件または拘束力ある命令についてクラウドプラットフォームサービス契約

者に通知します。

６ 当社は、第33条の規定に従ってのみクラウドプラットフォームサービス契約者のアカウ

ント情報を利用するものであり、クラウドプラットフォームサービス契約者は、係る利用

に同意していただきます。

７ 第33条の規定は、クラウドプラットフォームサービス契約者コンテンツには適用されま

せん。

（法令に関する事項）

第34条 クラウドプラットフォームサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事

項については、その定めるところによります。

（注）法令に定めがある事項については、別記７に定めるところによります。

（閲覧）

第35条 この約款において、別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供し

ます。
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   第 12章 附帯サービス

（附帯サービス）

第36条 クラウドプラットフォームサービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別

記８から10に定めるところによります。
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別記

１ クラウドプラットフォームサービスの提供区間

  当社のクラウドプラットフォームサービスは、次の区間において提供します。

区    分 提     供     区     間

クラウドプラットフォーム

サービス

（１）アクセスポイントとクラウドプラットフォームサーバ

ー等設備、オブジェクトストレージ設備、ベアメタル

サーバー等設備、ファイルサーバー設備又は端末回線

の終端との間

（２）相互接続点とクラウドプラットフォームサーバー等設

備、オブジェクトストレージ設備、ベアメタルサーバ

ー等設備、ファイルサーバー設備又は端末回線の終端

との間

（３）アクセスポイントと相互接続点又は端末回線の終端と

の間

（４）端末回線の終端とクラウドプラットフォームサーバー

等設備、ベアメタルサーバー等設備、ファイルサーバ

ー設備又はオブジェクトストレージ設備との間

２ クラウドプラットフォーム設備と接続することができる当社の電気通信回線

  クラウドプラットフォーム設備と接続することができる当社の電気通信回線は、次の契

約約款に定める次の電気通信サービス（次の機能の提供に係るものに限ります。）に係る

電気通信回線とします。

契約約款 電気通信サービス 機能

ワイドエリアバーチャルス

イッチサービス契約約款

ワイドエリアバーチャル

スイッチサービス

プラットフォームゲートウェイ

機能

３ クラウドプラットフォームサービス契約者の地位の承継

（１）相続又は法人の合併若しくは分割によりクラウドプラットフォームサービス契約者の

地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により

設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証

明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行うクラウドプラットフォームサービス取

扱所に届け出ていただきます。

（２）（１）の場合において、地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうちの１人を

当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様

とします。

（３）当社は、（２）の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者の

うちの１人を代表者として取り扱います。

４ クラウドプラットフォームサービス契約者の氏名等の変更

（１）クラウドプラットフォームサービス契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又

は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うクラ

ウドプラットフォームサービス取扱所に届け出ていただきます。

（２）当社は、（１）の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示
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していただくことがあります。

（３）クラウドプラットフォームサービス契約者が（１）の届出を怠ったとき又は事実と異

なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている

氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通

知を行ったものとみなします。

５ 新聞社等の基準

区   分 基               準

１ 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社

（１）政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議するこ

とを目的として、あまねく発売されること。

（２）発行部数が、１の題号について8,000 部以上であること。

２ 放送事業

者

電波法（昭和25 年法律第131 号）の規定により放送局の免許を受けた

者

３ 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた日刊新

聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報（

広告を除きます。）をいいます。）を供給することを主な目的とする通

信社

６ クラウドプラットフォームサービス契約者の禁止行為

（１）通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用又

は運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為

（２）自己以外の者の知的財産権（特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権等）その

他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為

（３）自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある

行為

（４）自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為

（５）犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為

（６）無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、又はこれを勧誘する行為

（７）連鎖販売取引（マルチ商法）に関して法令に違反する行為

（８）猥褻若しくは児童ポルノ又は児童虐待等、児童又は青少年に悪影響を及ぼす画像、音

声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為

（９）有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は掲載する行為

（10）クラウドプラットフォームサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は不当に消

去する行為

（11）自己以外の者になりすましてクラウドプラットフォームサービスを利用する行為

（12）本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行

為

（13）他人が嫌悪感を抱き、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する

行為

（14）売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える

行為

（15）人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の

手段等を紹介するなどの行為



32

（16）その他法令又はこの約款等に違反する行為

（17）（１）から（16）までのいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為

７ 当社の維持責任

  当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和60 年郵政省令

第30号）に適合するよう維持します。

８ 管理用サイトの提供

  当社は、当社が別に定めるところにより、管理用サイト（インターネットを介して、そ

のクラウドプラットフォームサービス契約者の設備を使用してその使用に係るクラウドプ

ラットフォームサーバー等設備若しくはストレージ容量、オブジェクトストレージ設備又

はベアメタルサーバー等設備の設定等を行うことができるインターフェースをいいます。

以下同じとします。）を提供します。

９ アプリケーションマネージメントサービスの提供

（１）当社は、クラウドプラットフォームサービス契約者から請求があったときは、次のア

からオに定める場合を除き、（２）の表の各項目名に係るアプリケーションマネージメ

ントサービス（ライセンス（当社から別に定めるアプリケーション等の提供を受けるた

めの利用権であって、契約者の請求に応じて当社が付与するもの）の提供、クラウドプ

ラットフォーム仮想サーバー設備への当社が別に定めるコンピュータプログラム（以下

「当社指定標準ソフト」といいます。）の搭載、当社がそのクラウドプラットフォーム

サービス契約者に代わり、クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備へのクラウドプ

ラットフォーム契約者が指定するコンピュータプログラム（当社が承諾したものに限り

ます。以下「契約者指定ソフト」といいます。）の搭載（搭載されている契約者指定ソ

フトの変更又は除去を含みます。）又は契約者指定ソフトの状態監視若しくはメンテナ

ンス等を行うものをいいます。以下同じとします。）を提供します。この場合において

、当社は、そのクラウドプラットフォームサービス契約者に係るクラウドプラットフォ

ームサービス契約が解除されたときは、そのアプリケーションマネージメントサービス

に係る契約を解除します。

  ア そのクラウドプラットフォームサービス契約者に係る当社指定標準ソフト又は契約

者指定ソフトに係る利用権限に瑕疵があるとき。

  イ そのクラウドプラットフォームサービス契約者がクラウドプラットフォームサービ

スに係る料金等その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

  ウ アプリケーションマネージメントサービスの提供の請求をしたクラウドプラットフ

ォームサービス契約者が第21条（クラウドプラットフォームサービスの利用停止）の

規定によりクラウドプラットフォームサービスの利用を停止されているとき。

  エ アプリケーションマネージメントサービスの提供の請求をしたクラウドプラットフ

ォームサービス契約者がその請求にあたり虚偽の申告をしたとき。

  オ その他アプリケーションマネージメントサービスの提供に関する当社の業務の遂行

上支障があるとき、又はそのアプリケーションマネージメントサービスの提供を行う

ことによりこの約款の規定に関して当社が別に定める規定に反することとなるとき。

（２）クラウドプラットフォームサービス契約者は、（１）の請求をし、その承諾を受けた

ときは、https://doc.cloud-platform.kddi.ne.jp/charge/又はhttps://doc.cloud-pla

tform.kddi.ne.jp/additional-option/のサイトにおいて以下表に記述する項目名の箇
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所で定めるところによりアプリケーションマネージメントサービスの提供に係る料金及

び工事に関する費用の支払いを要します。

   ただし、工事の着手前にそのクラウドプラットフォームサービス契約の解除又はその

工事の請求の取消し（以下この９において「解除等」といいます。）があった場合は、

この限りでありません。この場合、既にそのアプリケーションマネージメントサービス

の提供に係る工事に関する費用が支払われているときは、当社は、その費用を返還しま

す。

https://doc.cloud-platform.kddi.ne.jp/charge/

項目名

OS(仮想サーバー)

アプリケーション

バックアップオプション

VMware仮想化オプション

BMテンプレート

拡張ロードバランサー

https://doc.cloud-platform.kddi.ne.jp/additional-option/

項目名

構築・運用オプション 基本メニュー

（３）クラウドプラットフォームサービス契約者は、工事の着手後完了前に解除等があった

場合は、（２）の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分に

ついて、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要

する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

（４）当社は、アプリケーションマネージメントサービスの提供について、当社の責めに帰

すべき事由によりクラウドプラットフォームサービス契約者又は第三者が損害を被った

ときは、クラウドプラットフォームサービス契約者が当社に支払ったアプリケーション

マネージメントサービスの提供に係る料金及び工事に関する費用の直近３か月分の合計

額（３ヶ月に満たない場合には当社に支払った料金及び工事に関する費用の総額）を上

限としてその損害を賠償します。

   ただし、当社の故意又は重大な過失による場合は、この限りでありません。

（５）当社は、クラウドプラットフォームサービス契約者が第１号各号のいずれかに該当す

ると認めた場合、あらかじめ通知の上、アプリケーションマネージメントサービスの全

部若しくは一部の提供を終了し、又はクラウドプラットフォーム仮想サーバー設備に搭

載されている当社指定標準ソフト若しくは契約者指定ソフトについて、変更若しくは除

去を行うことがあります。

   ただし、緊急止むを得ないときは、その通知を省略することができるものとします。

（６）アプリケーションマネージメントサービスの提供に関するその他の条件は、当社が別

に定めるところによります。

（７）前２号の規定は、第14条（当社が行うクラウドプラットフォームサービス契約の解除

）又は第21条の規定の適用を妨げるものではありません。

９の２ クラウドプラットフォームサービス契約者からの端末回線の電力等の提供

  当社がクラウドプラットフォームサービス契約に基づいて設置する端末設備その他の電
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気通信設備に必要な電気は、クラウドプラットフォームサービス契約者から提供していた

だくことがあります。

９の３ 自営端末設備の接続

（１）クラウドプラットフォームサービス契約者は、その端末回線の終端において、又はそ

の終端に接続されている電気通信設備を介して、その端末回線に自営端末設備を接続す

るときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合

することについて指定認定機関（電気通信事業法施行規則第32条第１項第５号で定める

ところにより総務大臣が別に告示して指定した者をいいます。）の認定を受けた端末設

備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請

求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求

をしていただきます。

（２）当社は、（１）の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。

  ア その接続が技術基準等に適合しないとき。

  イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。

（３）当社は、（２）の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第１項で定める場

合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行いま

す。

（４）クラウドプラットフォームサービス契約者がその自営端末設備を変更したときについ

ても、（１）から（３）までの規定に準じて取り扱います。

（５）クラウドプラットフォームサービス契約者は、その端末回線に接続されている自営端

末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。

（６）クラウドプラットフォームサービス契約者は、（１）から（５）までの規定の適用に

ついては、その端末回線に接続する端末設備のうち、クラウドプラットフォームサービ

ス契約者以外の者が設置したものについても、当社に対して責任を負わなければなりま

せん。

（７）（３）の検査を行う場合（４）の規定に基づく場合を含みます。）、当社の係員は、

所定の証明書を提示します。

９の４ 自営端末設備に異常がある場合等の検査

（１）当社は、端末回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サ

ービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、クラウドプラットフ

ォームサービス契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの

検査を受けることを求めることがあります。この場合において、クラウドプラットフォ

ームサービス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第２項で定

める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。

（２）（１）の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められな

いときは、クラウドプラットフォームサービス契約者は、その自営端末設備を端末回線

から取りはずしていただきます。

（３）クラウドプラットフォームサービス契約者は、（１）から（２）までの規定の適用に

ついては、その端末回線に接続する端末設備のうち、クラウドプラットフォームサービ

ス契約者以外の者が設置したものについても、当社に対して責任を負わなければなりま

せん。

（４）（１）の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
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９の５ 自営電気通信設備の接続

（１）クラウドプラットフォームサービス契約者は、その端末回線の終端において、又はそ

の終端に接続されている電気通信設備を介して、その端末回線に自営電気通信設備を接

続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その

他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により

その接続の請求をしていただきます。

（２）当社は、（１）の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。

  ア その接続が技術基準等に適合しないとき。

  イ その接続により当社の電気通信回線設備（送信の場所と受信の場所との間を接続す

る伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をい

います。）の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。

（３）当社は、（２）の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第１項で定める場

合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行いま

す。

（４）クラウドプラットフォームサービス契約者がその自営電気通信設備を変更したときに

ついても、（１）から（３）までの規定に準じて取り扱います。

（５）クラウドプラットフォームサービス契約者は、その端末回線に接続されている自営電

気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。

（６）クラウドプラットフォームサービス契約者は、（１）から（５）までの規定の適用に

ついては、その端末回線に接続する自営電気通信設備のうち、クラウドプラットフォー

ムサービス契約者以外の者が設置したものについても、当社に対して責任を負わなけれ

ばなりません。

（７）（３）の検査を行う場合（４）の規定に基づく場合を含みます。）、当社の係員は、

所定の証明書を提示します。

９の６ 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査

  端末回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービス

の円滑な提供に支障がある場合の検査については、９の４（自営端末設備に異常がある場

合等の検査）の規定に準じて取り扱います。

９の７ クラウドプラットフォームサービスに係る技術資料の項目

自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件

（１）物理的条件

（２）電気的条件

（３）論理的条件

10 支払証明書の発行

（１）当社は、クラウドプラットフォームサービス契約者から請求があったときは、そのク

ラウドプラットフォームサービス契約者に係るクラウドプラットフォームサービスの支

払証明書を発行します。

（２）クラウドプラットフォームサービス契約者は、（１）の申込みをし、その承諾を受け

たときは、料金表第３表（附帯サービスに関する料金等）に規定する料金等の支払いを

要します。
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料金表

通則

（料金の計算方法）

１ 当社は、料金は、料金月に従って計算します。

２ 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更するこ

とがあります。

３ 当社は、料金については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求

します。

４ 当社は、料金その他の計算については、税抜価格（消費税相当額を含まない価格をいい

ます。以下同じとします。）により行います。

（定額利用料の日割）

５ 当社は、次のいずれかの場合（オブジェクトストレージにあっては、（４）又は（５）

の場合に限ります。）、定額利用料をその利用日数（（５）の規定による定額利用料の日

割は、変更後の料金月に含まれる日数）に応じて日割します。ただし、料金表に特段の定

めがあるときは、この限りでありません。

（１）料金月の起算日以外の日に、クラウドプラットフォームサービス又は付加機能の提供

の開始があったとき。

（２）料金月の起算日以外の日に、クラウドプラットフォームサービス契約の解除又は付加

機能の廃止があったとき。

（３）料金月の起算日以外の日に、基本利用料又は付加機能利用料の額が増加又は減少した

とき。

（４）第24条（定額利用料の支払義務）第２項第２号の表の規定に該当するとき。

（５）２に基づく起算日の変更があったとき。

（６）その他特段の規定（定額利用料を日割する旨を定めたこの約款中のものに限ります。

）の適用を受けるとき。

６ ５の規定による定額利用料の日割は、料金月の日数により行います。この場合において

、第24条第２項第２号の表に規定する定額利用料の算定に当たっては、その日数計算の単

位となる24時間をその開始時刻が属する日とみなします。

７ ５（３）に定める場合において、増加又は減少後の定額利用料は、その増加又は減少の

あった日から適用します。

（端数処理）

８ 当社は、料金等の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、以下

のように取扱います。

料金等の計算種別 端数処理方法

第24条 定額利用料の支払義務第２項２号

に基づく支払いを要しない定額利用料

切り上げ

料金表 通則 17、18、18の2及び18の3の規

定により計算した料金の計算結果

切り上げ

上記以外のこの約款で定める料金等の計算

結果

切り捨て
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  ただし、この料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。

（料金等の支払い）

９ クラウドプラットフォームサービス契約者は、料金について、当社が定める期日までに

、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。

10 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。

11 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が

別に定める順序で充当します。

（少額料金の翌月払い）

12 当社は、当該月に請求すべき料金の総額が1,000円未満である場合は、その月に請求す

べき料金を翌月に請求する料金に合わせて請求することがあります。

（料金の一括後払い）

13 当社は、12の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、クラウドプラットフォーム

サービス契約者の承諾を得て、２か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめ

て支払っていただくことがあります。

（消費税相当額の加算）

14 第24条（定額利用料の支払義務）の規定、その他この約款の規定により、支払いを要す

るものとされている料金の額は、この約款に定める税抜価格に基づき計算した額に消費税

相当額を加算した額とします。

ただし、クラウドプラットフォームサービスの延滞利息については、この限りであり

ません。

（料金等の臨時減免）

15 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわら

ず、臨時に、その料金等を減免することがあります。

（クラウドプラットフォームサービスに係る料金等の控除）

16 当社は、クラウドプラットフォームサービスの提供を開始した日の属する料金月（プレ

ミアム、バリュー又はフレキシブルにあってはその提供を開始した日の属する料金月及び

翌料金月）において、そのクラウドプラットフォームサービス契約者に係る料金月ごとの

クラウドプラットフォームサービスの料金並びに別記９に定めるアプリケーションマネー

ジメントサービスの提供に係る料金及び工事に関する費用（当社が別に定めるものに限り

ます。）の合計額（５の規定による場合は、適用した後の合計額とします。以下17までに

おいて「対象料金額」といいます。）から、クラウドプラットフォームサービスの利用態

様に応じて定める下表（１）又は（２）の控除額（プレミアム、バリュー又はフレキシブ

ルにおいて、その対象料金額が控除額に満たない場合は、対象料金額とします。）を控除

する取扱いを行います。

（１）プレミアム、バリュー又はフレキシブルのもの

各料金月における

クラウドプラットフォームサービスの利用態様

控除額

（１のクラウドプラットフォームサービス

契約ごとに）

１ ２以外の場合 税抜価格 300,000円



39

（税込価格 330,000円）

２ バリュー又はフレキシブルを利用した場合 税抜価格 50,000円

（税込価格 55,000円）

（２）オブジェクトストレージのもの、ベアメタルサーバーのもの又はファイルサーバーのも

の

控除額

（１のクラウドプラットフォームサービス契約ごとに）

対象料金額と同額

（サービス品質（稼働率）に係る料金の適用）

17 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において、当社が別に定める方法

により測定したクラウドプラットフォームサービス(ベアメタルサーバーに係るものを除

きます。以下18まで同じとします。)の稼働率（契約者の責めによらない理由により、そ

のクラウドプラットフォームサービスを全く利用できない状態（その契約に係る電気通信

設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる

場合を含みます。）が生じた場合の時間（そのことを当社が知った時刻から起算して、そ

の状態が連続した時間をいいます。）を１の料金月ごとに合算した時間を、その料金月に

おける利用日数に24を乗じて得た時間から減じて得た時間を、その料金月における利用日

数に24を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下同じとします。）について、その

稼働率が99.99%を下回った場合は、当該料金月における対象料金額（定額利用料に限り、

16の規定による場合は、適用した後の額とします。以下「返還基準額」といいます。）に

0.1を乗じて得た額（以下「稼働率返還額」といいます。）をそのクラウドプラットフォ

ームサービス契約者（ベアメタルサーバーに係る者を除きます。）に返還します。

  ただし、そのクラウドプラットフォームサービスについて、利用停止があったときは、

この限りでありません。

18 17の規定に加え、第24条（定額利用料の支払義務）第２項第２号の表の規定による取扱

いを同一の料金月に行う場合は、当社は、稼働率返還額及び第24条第２項第２号の規定に

より支払いを要しない料金の合計額を返還します。

  ただし、その合計額が当該料金月におけるクラウドプラットフォームサービスの返還基

準額を超える場合は、当社は、その返還基準額を返還します。

（サービス品質（故障回復時間）に係る料金の適用）

18の２ 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において、そのベアメタルサ

ーバーに係るクラウドプラットフォームサービスを全く利用できない状態（その契約に係

る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の

状態となる場合を含みます。）が生じた場合の時間（そのことを当社が知った時刻から起

算して、その状態が連続した時間をいいます。）が24時間以上連続してもなお故障の復旧

に係る対応（以下「故障対応」といいます。）を開始できないとき（その契約者が、当該

故障対応の開始時刻を指定した場合を除きます。）に限り、返還基準額に下表の料金返還

率を乗じて得た額（以下｢故障回復時間返還額｣といいます。）をその契約者に返還します

。

ただし、そのクラウドプラットフォームサービスについて、利用中止、利用停止又は当社

が別に定める事項に該当する場合は、この限りでありません。

故障対応が開始ができない状態が連 料 金 返 還 率
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続した時間

24時間以上48時間未満 10%

48時間以上72時間未満 20%

72時間以上96時間未満 40%

96時間以上120時間未満 60%

120時間以上144時間未満 80%

144時間以上 100%

18の３ 18の２の規定に加え、第24条（定額利用料の支払義務）第２項第２号の表の規定に

よる取扱いを同一の料金月に行う場合は、当社は、故障回復時間返還額及び第24条第２項

第２号の規定により支払いを要しない料金の合計額を返還します。

  ただし、その合計額が当該料金月におけるクラウドプラットフォームサービスの返還基

準額を超える場合は、当社は、その返還基準額を返還します。

（料金等の請求）

19 クラウドプラットフォームサービスに係る料金その他の債務に係る当社からの請求は、

この約款、当社が別に定める「ご請求に関するお手続き（https://biz.kddi.com/support

/payment/）」、当社の「『請求統合』に係る取扱い規約」、「ＷＥＢ ｄｅ 請求書ご

利用規約」又は「 『ＫＤＤＩまとめて請求』に係る取扱い規約」その他当社が別に定め

るところにより行われるものとします。
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第１表 基本利用料

  １ 適用

    クラウドプラットフォームサービスに係る基本利用料の適用については、第24条（

定額利用料の支払義務）及び第24条の２（利用料の支払義務）の規定によるほか、次

のとおりとします。

区   分 内             容

（１）基本利用

料の適用

ア プレミアム、バリュー又はフレキシブルに係るもの

（ア）プレミアム、バリュー又はフレキシブルに係る基本利用料は、

２（料金額）に定めるとおりとします。

（イ）当社は、プレミアム、バリュー又はフレキシブルに係る基本額

を適用するにあたって、次のとおり細目を定めます。

  ① プレミアムに係るもの

区  分 内         容

タイプ２ ハイパーバイザーがVMwareであるもの

備考

１ １の専有サーバー上に設定可能なクラウドプラットフォーム

仮想サーバー設備（以下「特定仮想サーバー」といいます。）

の上限数（以下「特定仮想サーバー設定上限数」といいます。

）は、当社が別に定めるところによります。

２ 専有サーバーのリソース（ストレージ以外の部分に限ります

。以下この備考欄の３までにおいて同じとします。）は次表の

とおりとします。

プロセッサコア（クラウドプラットフォー

ムサーバー等設備に設定された中央演算処

理装置中の命令の実行や演算を行う半導体

回路をいいます。以下同じとします。）の

数

16

メモリの容量 64ギガバイト

３ クラウドプラットフォームサービス契約者は、１の専有サー

バーに係るリソースを論理的に区分して、それぞれの区分を１

の特定仮想サーバーごとに割り当てることができます。

４ 当社は、令和２年６月１日以降にクラウドプラットフォーム

サービスを契約した契約者に、クラウドプラットフォームサー

ビスの種類がプレミアムに係るものを提供しません

  ② バリューに係るもの

区  分 内         容

プラン１

（Small1）

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備（バリ

ューに係るものに限ります。以下本表において同じ

とします。）のプロセッサコアの数が1であって、メ

モリの容量が2ギガバイトであるもの

プラン２

（Small2）

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備のプロ

セッサコアの数が1であって、メモリの容量が4ギガ

バイトであるもの

プラン３ クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備のプロ
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（Medium1） セッサコアの数が2であって、メモリの容量が4ギガ

バイトであるもの

プラン４

（Medium2）

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備のプロ

セッサコアの数が2であって、メモリの容量が8ギガ

バイトであるもの

プラン５

（Large1）

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備のプロ

セッサコアの数が4であって、メモリの容量が8ギガ

バイトであるもの

プラン６

（Large2）

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備のプロ

セッサコアの数が4であって、メモリの容量が16ギガ

バイトであるもの

プラン７

（Large3）

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備のプロ

セッサコアの数が4であって、メモリの容量が24ギガ

バイトであるもの

プラン８

（XLarge1）

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備のプロ

セッサコアの数が6であって、メモリの容量が16ギガ

バイトであるもの

プラン９

（XLarge2）

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備のプロ

セッサコアの数が6であって、メモリの容量が24ギガ

バイトであるもの

プラン１０

（XLarge3）

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備のプロ

セッサコアの数が6であって、メモリの容量が32ギガ

バイトであるもの

プラン１１

（XXLarge1

）

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備のプロ

セッサコアの数が8であって、メモリの容量が24ギガ

バイトであるもの

プラン１２

（XXLarge2

）

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備のプロ

セッサコアの数が8であって、メモリの容量が32ギガ

バイトであるもの

  ③ フレキシブルに係るもの

区  分 内         容

タイプ ハイパーバイザーがVMwareであるもの

備考

１ １のクラウドプラットフォームサービス契約において設定可

能なクラウドプラットフォーム仮想サーバー設備の数は、当社

が別に定めるところによります。

２ フレキシブルに係るクラウドプラットフォーム仮想サーバー

設備のリソース（ストレージ以外の部分に限ります。以下この

備考欄の３までにおいて同じとします。）の上限は次表のとお

りとします。

ただし、１を除く奇数になる個数、又はギガバイトのリソー

スの選択はできません。

プロセッサコア（クラウドプラットフォ

ームサーバー等設備に設定された中央演

16個
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算処理装置中の命令の実行や演算を行う

半導体回路をいいます。以下この附則に

おいて同じとします。）の数

メモリの容量 64ギガバイト

３ フレキシブルに係る基本額は、クラウドプラットフォーム

サービス契約者が割り当てを受けているプロセッサコアの数と

メモリの容量に応じて、２（料金額）に定める額を適用して算

定します。

４ 上記のほか、フレキシブルに係るプラウドプラットフォーム

サービスの提供条件については、当社が別に定めるところによ

ります。

イ オブジェクトストレージに係るもの

  オブジェクトストレージに係る基本利用料の額は、当社が別に定

める方法により測定した、オブジェクトストレージ内の保存データ

量（そのオブジェクトストレージに係るクラウドプラットフォーム

サービス契約者に係るものに限ります。）がその料金月内で最大と

なる日の保存データ量と２（料金額）に定める料金額とから計算し

て得た額とします。この場合において、そのオブジェクトストレー

ジに係るクラウドプラットフォームサービス契約者は、その料金月

内で最大となる日の保存データ量が0バイトであった場合又は1TBに

満たない場合であっても、1TBを利用したものとみなして計算しま

す。

ウ ベアメタルサーバーに係るもの

（ア）ベアメタルサーバーに係る基本利用料は、（料金額）に定める

とおりとします。

（イ）当社は、ベアメタルサーバーに係る基本額を適用するにあたっ

て、ベアメタルサーバーのリソースに応じて、次のとおり細目を

定めます。

区 分 プロセッサコ

アの数

メモリの容量 ベアメタルストレ

ージ設備の容量

タイプ１

（i1.Small-8

）

８ 64ギガバイト 480ギガバイト×４

タイプ２

（i3.Small-

8）

８ 64ギガバイト 480ギガバイト×４

タイプ３

（i1.Medium

-24）

24 256ギガバイト 480ギガバイト×４

タイプ４

（i2.Medium

-24）

24 256ギガバイト 960ギガバイト×４

タイプ５ 24 256ギガバイト 480ギガバイト×１
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（i1.Large-

24、i2.La

rge-24）

1.92テラバイト×

７

960ギガバイト×１

タイプ６

（i2.xLarge

-48）

48 768ギガバイト 480ギガバイト×１

3.84テラバイト×

６

1.6テラバイト×２

エ ファイルサーバーに係るもの

ファイルサーバーに係る基本利用料の額は、２（料金額）に定める

額を適用して算定します。
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  ２ 料金額

  （１）プレミアムに係るもの

    

           １の専有サーバーごとに月額

区         分 料  金  額

（税抜価格（税込価格））

タイプ２ 400,000円

（440,000円）

     （２）バリューに係るもの

    

          １のクラウドプラットフォーム仮想サーバー設備ごとに月額

区         分 料  金  額

（税抜価格（税込価格））

プラン１ 13,000 円

（14,300円）

プラン２ 18,000 円

（19,800円）

プラン３ 23,000 円

（25,300円）

プラン４ 31,000 円

（34,100円）

プラン５ 36,000 円

（39,600円）

プラン６ 52,000 円

（57,200円）

プラン７ 70,000 円

（77,000円）

プラン８ 65,000 円

（71,500円）

プラン９ 75,000 円

（82,500円）

プラン１０ 83,000 円

（91,300円）

プラン１１ 83,000 円

（91,300円）

プラン１２ 92,000 円

                   （101,200円）

  

（２）の２ フレキシブルに係るもの

    

１のクラウドプラットフォーム仮想サーバー設備ごとに月額

区 分        種 類 料  金  額

(税抜価格 (税込価格))
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タイプ プロセッサコアの数 4,500 円

(4,950円)

（１のプロセッサコアごとに）

メモリの容量 3,700 円

(4,070円)

（１ギガバイトごとに）

  （３）オブジェクトストレージに係るもの

１テラバイトまでごとに月額

料  金  額

（税抜価格（税込価格））

12,000 円

（13,200円）

  

（４）ベアメタルサーバーに係るもの

区         分 料  金  額

（税抜価格（税込価格））

タイプ１ 105,000円

（115,500円）

タイプ２ 175,000円

（192,500円）

タイプ３ 148,000円

（162,800円）

タイプ４ 220,000円

（242,000円）

タイプ５ 341,000円

（375,100円）

タイプ６ 666,000円

（732,600円）

  （５） ファイルサーバーに係るもの

    

１のファイルサーバーごとに月額

料  金  額

（税抜価格（税込価格））

120,000 円

（132,000円）

    

１のベアメタルサーバーごとに月額
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第２表 付加機能利用料

  １ 適用

    付加機能利用料の適用については、第24条（料金の支払義務）の規定によるほか、

次表のとおりとします。

区   分 内             容

（１）バックアッ

プストレージ

追加機能に係

る付加機能利

用料の適用

バックアップストレージ追加機能に係る付加機能利用料は、その料

金月に属する全ての暦日（バックアップストレージ追加機能の提供

を行った暦日に限ります。）ごとに計算して得た次表に定める日割

額を総合計することにより算定します。

日割額

その暦日における別表（付加機能）に定めるバックアップ領域の

利用容量（その暦日における最大値をいいます。）と２（料金額

）に定めるバックアップストレージ追加機能に係る付加機能利用

料の料金額とから算出したバックアップストレージ追加機能に係

る月額の付加機能利用料をその料金月に属する暦日数で除して得

た額（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額に

限ります。）

（２）ステージン

グサーバー機

能に係る付加

機能利用料の

適用

ステージングサーバー機能に係る付加機能利用料は、クラウドプラ

ットフォームサービス契約者がステージングサーバー機能の利用に

おいて割り当てを受けているステージングサーバー用システムスト

レージ（別表（付加機能利用料）に定めるステージングサーバー用

システムストレージをいいます。以下同じとします。）及びステー

ジングサーバー用データストレージ（同表に定めるステージングサ

ーバー用データストレージをいいます。以下同じとします。）の容

量に応じて、２（料金額）に定める額を適用して算定します。

この場合において、ステージングサーバー機能に係る付加機能利

用料は、ステージングサーバー用システムストレージが100ギガバイ

トまでの部分に限り、支払いを要しません。

  ２ 料金額

区  分 単  位 料  金  額

（税抜価格

（税込価格））

（１）ウイルスチェック機能 １のクラウドプラットフォーム

仮想サーバー設備ごとに月額

4,500円

（4,950円）

（２）追加システムストレージ

提供機能

別表（付加機能）に定める追加シ

ステムストレージ10GBまでごとに

月額

750円

（825円）

（２）の２ 追加ファイルサー

バーストレージ提供機能

別表（付加機能）に定める追加

ファイルサーバーストレージ1TB

までごとに月額

75,000円

（82,500円）

（３）データストレージ提供機

能

別表（付加機能）に定めるデータ

ストレージ10GBまでごとに月額

370円

（407円）
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（４）バックアップストレージ

追加機能

別表（付加機能）に定めるバック

アップ領域10GBまでごとに月額

750円

（825円）

（５）削除 削除 削除

（６）ファイアウォール機能 － －

（７）ロードバランサー機能 － －

（８）ステージングサーバー機能

  ア ステージングサーバー

用システムストレージに

係るもの

  イ ステージングサーバー

用データストレージに係

るもの

ステージングサーバー用システム

ストレージ10Gギガバイトまでご

とに月額

ステージングサーバー用データス

トレージ10Gギガバイトまでごと

に月額

750円

（825円）

370円

（407円）

（９）拡張ファイアウォール機

能

７個のグローバルＩＰアドレスご

とに

74,000円

（81,400円）

（10）セキュリティ監視機能 その拡張ＦＷ設備を設置又は設定

するクラウドプラットフォームサ

ービス取扱所ごとに

118,000円

（129,800円）

（11）エクストラアベイラビリ

ティ機能

１の専有サーバーごとに（プレミ

アムに係るクラウドプラットフォ

ームサービス契約に限ります。）

15,000円

（16,500円）

１の仮想サーバーごとに（フレキ

シブルに係るクラウドプラットフ

ォームサービス契約に限ります。

）

‐

（12) データセンターコネクト

機能

  ア １ギガバイトのもの

  イ 10ギガバイトのもの

１の接続ごとに月額

１の接続ごとに月額

－

116,000円

（127,600円）
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第３表 附帯サービスに関する料金等

第１ 支払証明書の発行手数料

  １ 適用

    支払証明書の発行手数料の適用については、別記10（支払証明書の発行）の規定に

よるほか、次のとおりとします。

区    分 内           容

支払証明書等の発行手数料の

適用

クラウドプラットフォームサービス契約者は、２（料

金等の額）の規定にかかわらず、当社が別に定める頻

度又は態様等により支払証明書の発行の請求を行った

場合を除き、支払証明書発行手数料の支払いを要しま

せん。

  ２ 料金等の額

区    分 単    位

料  金  額

（税抜価格

（税込価格））

支払証明書発行手数料 支払証明書の発行１回ごとに 400円

（440円）

（注）支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が

必要な場合があります。
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別表 付加機能

種  類 提   供   条   件

１ ウィルスチ

ェック機能

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備に保存される電子ファイ

ルに、コンピュータウィルス（通信やコンピュータ等の機能に妨害を

与え、又は利用者の意図しない動作を行うコンピュータプログラムで

あって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。）が

含まれている場合に、当該コンピュータウィルスの除去や電子ファイ

ル自体の隔離等を行うことができるもの

備
考

（１）本機能は、プレミアム、バリュー又はフレキシブルに係るク

ラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。

（２）当社は、本機能の内容について、その完全性、正確性、確実

性又は有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし、当

社の故意又は重大な過失による場合を除き、本機能の利用によ

り生じた結果に対する損害賠償その他何らの責任も負いません

。

（３）本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定

めるところによります。

２ 追加システ

ムストレージ

提供機能

システムストレージ（主にオペレーティングシステムの保存等の用に

供することを目的として、専有サーバー上の特定仮想サーバー又は共

用サーバー上のクラウドプラットフォーム仮想サーバー設備に設定さ

れるストレージをいいます。以下同じとします。）に相当するストレ

ージ（以下「追加システムストレージ」といいます。）の割り当てを

受けることができるもの

備
考

（１）本機能は、プレミアム、バリュー又はフレキシブルに係るク

ラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。

（２）クラウドプラットフォームサービス契約者は、クラウドプラ

ットフォーム仮想サーバー設備ごとに追加して割り当てを受け

る追加システムストレージの容量をあらかじめ指定していただ

きます。この場合、その追加して割り当てを受ける容量は、10

GB単位で指定していただきます。

（３）当社は、本機能を利用した場合に生じた情報の破損若しくは

滅失による損害又は追加システムストレージ上の記憶領域に蓄

積された情報等に起因する損害については、当社の故意又は重

大な過失による場合を除き、その原因の如何によらず一切の責

任を負わないものとします。

（４）本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定

めるところによります。

２の２ 追加フ

ァイルサーバー

ストレージ提供

機能

ファイルサーバーストレージ（ファイルサーバーストレージ設備に設

定されるストレージをいいます。以下同じとします。）に相当するス

トレージ（以下「追加ファイルサーバーストレージ」といいます。）

の割り当てを受けることができるもの
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備

考

（１）本機能は、ファイルサーバーに係るクラウドプラットフォー

ムサービス契約者に限り、提供します。

（２）クラウドプラットフォームサービス契約者は、１のファイル

サーバーストレージ設備ごとに追加して割り当てを受ける追加

ファイルサーバーストレージの容量をあらかじめ指定していた

だきます。この場合、その追加して割り当てを受ける容量は、

1TBごとに8TBまで指定していただきます。

（３）当社は、本機能を利用した場合に生じた情報の破損若しくは

滅失による損害又は追加システムストレージ上の記憶領域に蓄

積された情報等に起因する損害については、当社の故意又は重

大な過失による場合を除き、その原因の如何によらず一切の責

任を負わないものとします。

（４）本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定

めるところによります。

３ データスト

レージ提供機

能

データストレージ（主に電子ファイルの保存等の用に供することを目

的として設定するストレージをいいます。以下同じとします。）の割

り当てを受けることができるもの

備

考

（１）本機能は、プレミアム、バリュー又はフレキシブルに係るク

ラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。

（２）クラウドプラットフォームサービス契約者は、割り当てを受

けるデータストレージの容量をあらかじめ指定していただきま

す。この場合、割り当てを受けるデータストレージの容量は、

10GB単位で指定していただきます。

（３）当社は、本機能を利用した場合に生じた情報の破損若しくは

滅失による損害又はデータストレージ上の記憶領域に蓄積され

た情報等に起因する損害については、当社の故意又は重大な過

失による場合を除き、その原因の如何によらず一切の責任を負

わないものとします。

（４）本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるとこ

ろによります。

４ バックアッ

プストレージ

追加機能

システムストレージ、追加システムストレージ若しくはデータストレ

ージ（以下この欄において「メインストレージ」といいます。）に蓄

積された情報若しくはクラウドプラットフォーム契約者が任意に複製

した情報又は管理用サイトからアップロードした情報（当社が別に定

めるものに限ります。）をメインストレージとは異なる記憶領域（以

下この欄において「バックアップ領域」といいます。）に一定期間保

存することができるもの

備

考

（１）本機能は、プレミアム、バリュー又はフレキシブルに係るク

ラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。

（２）当社は、本機能を利用した場合に生じた情報の破損若しくは

滅失による損害又はメインストレージ上の記憶領域に蓄積され

た情報等に起因する損害については、当社の故意又は重大な過

失による場合を除き、その原因の如何によらず一切の責任を負

わないものとします。
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（３）当社は、本機能の内容及び実施結果について、その即時性に

つき、いかなる保証も行わないものとし、当社の故意又は重大

な過失による場合を除き、本機能の利用により生じた結果に対

する損害賠償その他何らの責任も負いません。

（４）バックアップ領域に余裕のないときは、本機能により複製さ

れた情報又は管理用サイトからアップロードした情報の蓄積は

行えません。

（５）当社は、バックアップ領域を設定するクラウドプラットフォ

ームサーバー設備をメインストレージに係るストレージが設置

されたクラウドプラットフォームサービス取扱所及びその取扱

所と異なる地域のクラウドプラットフォームサービス取扱所に

設置するものとします。

（６）本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるとこ

ろによります。

５ 削除 削除

６ ファイアウ

ォール機能

次の通信を遮断することができるもの

ア クラウドプラットフォームサービス契約者があらかじめ設定したI

Pアドレスからそのクラウドプラットフォームサーバー等設備への通

信(インターネットを介して行うものに限ります。)

イ クラウドプラットフォームサービス契約者があらかじめ設定したT

CP/UDPポート番号以外のポート番号(そのクラウドプラットフォーム

サーバー等設備に係るものに限ります。)への通信(インターネット

を介して行うものに限ります。)

備

考

（１）本機能は、プレミアム、バリュー又はフレキシブルに係るク

ラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。

（２）当社は、本機能の内容について、その完全性、正確性、確実

性又は有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし、当

社の故意又は重大な過失による場合を除き、本機能の利用によ

り生じた結果に対する損害賠償その他何らの責任も負いません

。

（３）本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるとこ

ろによります。

（注）（２）に定める本機能の内容及び本機能の利用により生じた

結果には、伝送速度の一時的な制限及びその超過した符号の全

部又は一部の破棄を含みます。
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６の２ 拡張フ

ァイアウォー

ル機能

次の通信を遮断することができるもの

ア クラウドプラットフォームサービス契約者があらかじめ設定したI

Pアドレスとそのクラウドプラットフォームサーバー等設備（当社が

別に定める機能を有するものに限ります。以下この表において「拡

張ＦＷ設備」といいます。）との間の通信（インターネットを介し

て行うものに限ります。）

イ クラウドプラットフォームサービス契約者があらかじめ設定したI

Pアドレスと拡張ＦＷ設備との間の通信（インターネットを介して行

うものを除きます。）

ウ クラウドプラットフォームサービス契約者があらかじめ設定したT

CP/UDPポート番号以外のポート番号（拡張ＦＷ設備に係るものに限

ります。）を利用して拡張ＦＷ設備から発信し、又は拡張ＦＷ設備

に着信する通信（インターネットを介して行うものに限ります。）

エ クラウドプラットフォームサービス契約者があらかじめ設定したT

CP/UDPポート番号以外のポート番号（拡張ＦＷ設備に係るものに限

ります。)を利用して拡張ＦＷ設備から発信し、又は拡張ＦＷ設備に

着信する通信（インターネットを介して行うものを除きます。）

備

考

（１）本機能は、プレミアム、バリュー又はフレキシブルに係るク

ラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。

（２）本機能の提供を受けるクラウドプラットフォームサービス契

約者は、当社が指定するところに従って、あらかじめその拡張

ＦＷ設備を設置又は設定するクラウドプラットフォームサービ

ス取扱所を指定して頂きます。

（３）当社は、本機能の提供に係る請求があったときは、その拡張

ＦＷ設備について７個のグローバルＩＰアドレスを割り当てる

ものとし、その追加に係る請求があったときは、７個を単位と

してその追加を行います。

（４）当社は、本機能の内容について、その完全性、正確性、確実

性又は有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし、当

社の故意又は重大な過失による場合を除き、本機能の利用によ

り生じた結果に対する損害賠償その他何らの責任も負いません

。

（５）本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるとこ

ろによります。

（注）（４）に定める本機能の内容及び本機能の利用により生じた

結果には、伝送速度の一時的な制限及びその超過した符号の全

部又は一部の破棄を含みます。

６の３ セキュ

リティ監視機

能

当社が別に定めるところにより、６の２のアからエに定める通信につ

いて、監視し、情報セキュリティ上の危険な兆候（以下この６の３欄

において「セキュリティインシデント」といいます。）を検知したと

きは、その通知等を行う機能及び本サ―ビスの提供に係る請求があっ

たときは、次の取扱いを行う機能

ア 本機能によって検知したセキュリティインシデントを料金月ごと
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に当社が別に定める方法で報告すること。

イ セキュリティインシデントに対する相談の受付け及びアドバイス

を提供すること。

備

考

（１）本機能は、拡張ファイアウォール機能の提供を受けているク

ラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。

（２）当社は、本機能の内容について、その完全性、正確性、確実

性又は有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし、当

社の故意又は重大な過失による場合を除き、本機能の利用によ

り生じた結果に対する損害賠償その他何らの責任も負いません

。

（３）本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるとこ

ろによります。

７ ロードバラ

ンサー機能

アクセスポイントまたは相互接続点からの通信を複数のクラウドプラ

ットフォーム仮想サーバー設備へ分散して転送することができるもの

備

考

（１）本機能は、プレミアム、バリュー又はフレキシブルに係るク

ラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。

（２）当社は、本機能の内容について、その完全性、正確性、

確実性又は有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし

、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、本機能の利用

により生じた結果に対する損害賠償その他何らの責任も負いま

せん。

（３）本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるとこ

ろによります。

８ ステージン

グサーバー機

能

１の専有サーバーごとに１のクラウドプラットフォーム仮想サーバー

設備を共用サーバー上に設定することができるもの

備

考

（１）本機能は、プレミアムに係るクラウドプラットフォームサー

ビス契約者に限り、提供します。

（２）本機能に係るクラウドプラットフォーム仮想サーバー設備の

リソースは、次のとおりとします。

プロセッサコアの数 1
メモリの容量 2ギガバイト

（３）クラウドプラットフォームサービス契約者は、共用サーバー

上の１のクラウドプラットフォーム仮想サーバー設備ごとに次

表に定めるストレージを設定することができます。

区  分 内         容

ステージングサ

ーバー用システ

ムストレージ

主にオペレーティングシステムの保存等の用

に供することを目的として、共用サーバー上

のクラウドプラットフォーム仮想サーバー設

備に設定されるストレージ

ステージングサ

ーバー用データ

ストレージ

主に電子ファイルの保存等の用に供すること

を目的として、共用サーバー上のクラウドプ

ラットフォーム仮想サーバー設備に設定され

るストレージ

備考
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設定可能なステージングサーバー用システムストレージ及び

ステージングサーバー用データストレージの容量は、それぞれ1

0ギガバイトから10ギガバイトごとに２テラバイトまでとしま

す。

（４）当社は、本機能を利用した場合に生じた情報の破損若しくは

滅失による損害又はステージングサーバー用システムストレー

ジ若しくはステージングサーバー用データストレージ上の記憶

領域に蓄積された情報等に起因する損害については、当社の故

意又は重大な過失による場合を除き、その原因の如何によらず

一切の責任を負わないものとします。

（５）本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるとこ

ろによります。

９ エクストラ

アベイラビリ

ティ機能

プレミアムに係るものにおいては、１の専有サーバー（以下この９欄

において「現用系サーバー」といいます。）に係るシステムストレー

ジ又はデータストレージ（あわせて以下この９欄において「現用系ス

トレージ」といいます。）に相当するもの（現用系サーバーとは異な

るクラウドプラットフォームサーバー設備（以下この９欄において「

予備系サーバー」といいます。）に係るシステムストレージ又はデー

タストレージに限ります。以下この９欄において「予備系ストレージ

」といいます。）を、現用系ストレージを格納するストレージとは異

なるストレージにおいて提供するもの

フレキシブルに係るものにおいては、１の共有サーバー（以下この９

欄において「現用系サーバー」といいます。）に係るシステムストレ

ージ又はデータストレージ（あわせて以下この９欄において「現用系

ストレージ」といいます。）に相当するもの（現用系サーバーとは異

なるクラウドプラットフォームサーバー設備（以下この９欄において

「予備系サーバー」といいます。）に係るシステムストレージ又はデ

ータストレージに限ります。以下この９欄において「予備系ストレー

ジ」といいます。）を、現用系ストレージを格納するストレージとは

異なるストレージにおいて提供するもの

備

考

（１）本機能は、プレミアム（タイプ２のものに限ります。）及び

フレキシブルに係るクラウドプラットフォームサービス契約者

に限り、提供します。

（２）当社は、本機能の提供を受けるクラウドプラットフォームサ

ービス契約者に対して、現用系サーバー又は予備系サーバーの

用に供することができる２のクラウドプラットフォームサーバ

ー設備（そのリソースの一部に限る場合を含みます。以下この

９欄において同じとします。）及び現用系ストレージ又は予備

系ストレージを設定することができる２のストレージ（その一

部の記憶領域に限る場合を含みます。以下この９欄において同

じとします。）を割り当てます。

（３）本機能の提供を受けるクラウドプラットフォームサービス契

約者は、当社が指定するところに従って、任意のクラウドプラ

ットフォーム仮想サーバー設備について現用系サーバー若しく
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は予備系サーバー又は現用系ストレージ若しくは予備系ストレ

ージのどちらに属するのかを定めることができます。

（４）本機能の提供を受けるクラウドプラットフォームサービス契

約者は、当社が指定するところに従って、（３）の規定により

定めた内容を変更することができます。

   ただし、（２）の規定により割当てを受けた２のクラウドプ

ラットフォームサーバー設備又は２のストレージの全部又は一

部を他のクラウドプラットフォームサーバー設備又はストレー

ジに変更することはできません。

（５）本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定

めるところによります。

１０ データセ

ンターコネク

ト機能

クラウドプラットフォームサービス契約者の利用に係るクラウドプラ

ットフォームサーバー設備、ベアメタルサーバー設備又はファイルサ

ーバー設備と、クラウドプラットフォームサービス取扱所内に設置す

るクラウドプラットフォームサービス契約者が指定する端末設備とを

端末回線（イーサネット方式のものに限ります。）を設置して接続す

る機能

備

考

（１）本機能は、当社と当社のデータセンターサービス契約条項（

以下この欄において「データセンター契約条項」といいます。

）に定める第一種データセンターサービス契約（本機能の利用

に係る端末設備を設置するクラウドプラットフォームサービス

取扱所を使用するために締結されたものに限ります。以下この

欄において「データセンター契約」といいます。）を締結して

いるクラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供し

ます。

（２）本機能に係る品目は1ギガバイト又は10ギガバイトとし、10

ギガバイトのものはベアメタルサーバーに係るクラウドプラッ

トフォームサービス契約者に限り、提供します。

（３）当社は、本機能の利用に係る端末設備が設置されていない状

態、端末設備に通電を行わない状態、故障した端末設備を修理

等しない状態又はその他その端末回線を通信の用に供していな

いと認められる状態が30日以上継続しているときは、本機能の

全部又は一部の利用を廃止することについて、協議を申し出る

ことができるものとします。

（４）（２）の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、利用の

中止に係る協議の申し出等を行うことなく、本機能の提供を廃

止することができるものとします。

ア そのクラウドプラットフォームサービス契約者がデータセ

ンター契約に係る第一種データセンターサービス契約者（デ

ータセンター契約条項に定める第一種データセンターサービ

ス契約者をいいます。）でなくなったとき。

イ そのデータセンター契約について、利用終了日（データセ

ンター契約条項に定める利用終了日をいいます。）を徒過し

た場合
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（５）本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定

めるところによります。
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   附 則

（実施期日）

この約款は、平成２４年７月２日から実施します。

   附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成２５年１０月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に基づき提供しているク

ラウドプラットフォームサービス（プレミアムのものに限ります。）に係るプロセッサコ

アの数及びメモリの容量は、この改正規定実施の日以降もなお従前のとおりとします。

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。

（実施期日）

１ この改正規定は、平成２６年４月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

（実施期日）

１ この改正規定は、平成２７年２月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款の規定により締結してい

る次表左欄のクラウドプラットフォームサービスに係るクラウドプラットフォームサービ

ス契約は、この改正規定実施の日において、次表右欄のクラウドプラットフォームサービ

ス（次表左欄に定めるクラウドプラットフォームサービスに係る細目等に相当するこの附

則に定める細目等のものに限ります。）に係るクラウドプラットフォームサービス契約（

以下この附則において「旧クラウドプラットフォーム契約」といいます。）に移行したも

のとします。

クラウドプラットフォームサービス 旧クラウドプラットフォームサービス

３ 旧クラウドプラットフォームサービスに関する取扱いは、次に掲げるものを除いて、な

お従前のとおりとします。

（１）通則

   （旧クラウドプラットフォームサービスに係る料金等の控除）

  ア 料金表通則16の規定は、旧クラウドプラットフォームサービスの料金並びにアプリ

ケーションマネージメントサービスの提供に係る料金及び工事に関する費用（当社が

別に定めるものに限ります。）の合計額（料金表通則５（料金の日割）の規定による

場合は、適用した後の合計額とします。以下（２）までにおいて「対象料金額」とい

います。）について準用します。

   （サービス品質（稼働率）に係る料金の適用）
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  イ 料金表通則17及び18の規定は、対象料金額について準用します。

（２）基本利用料

  ア 適用

    旧クラウドプラットフォームサービスに係る基本利用料の適用については、第24条

（料金の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。

  イ 料金額

  

    ① 削除

    ② バリューに係るもの

     基本利用料  

１のクラウドプラットフォーム仮想サーバー設備ごとに月額

区         分 料  金  額

旧プラン１ 税抜価格13,000円

旧プラン２ 税抜価格18,000円

旧プラン３ 税抜価格23,000円

区   分 内             容

（１）基本利

用料の適

用

（ア）旧クラウドプラットフォームサービスに係る基本利用料は、イ（

料金額）に定めるとおりとします。

（イ）当社は、基本額を適用するにあたって、次のとおり細目を定めます

。

  ① 削除

  ② バリューに係るもの

区  分 内         容

旧プラン１

（Small1）

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備（バリュ

ーに係るものに限ります。以下本表において同じとし

ます。）の旧プロセッサコアの数が1であって、メモリ

の容量が2ギガバイトであるもの

旧プラン２

（Small2）

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備の旧プロ

セッサコアの数が1であって、メモリの容量が4ギガバ

イトであるもの

旧プラン３

（Medium1）

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備の旧プロ

セッサコアの数が2であって、メモリの容量が4ギガバ

イトであるもの

旧プラン４

（Medium2）

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備の旧プロ

セッサコアの数が2であって、メモリの容量が8ギガバ

イトであるもの

旧プラン５

（Large1）

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備の旧プロ

セッサコアの数が4であって、メモリの容量が8ギガバ

イトであるもの

旧プラン６

（Large2）

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備の旧プロ

セッサコアの数が4であって、メモリの容量が16ギガバ

イトであるもの
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旧プラン４ 税抜価格31,000円

旧プラン５ 税抜価格36,000円

旧プラン６ 税抜価格52,000円

（３）付加機能利用料

  ア 適用

    付加機能利用料の適用については、第24条（料金の支払義務）の規定によります。

  イ 料金額

区  分 単  位 料  金  額

（１）旧ウイルスチェック機

能

１のクラウドプラットフォーム仮

想サーバー設備ごとに月額

税抜価格 4,500 円

（２）旧追加システムストレ

ージ提供機能

附則別表（付加機能）に定める旧

追加システムストレージ 10GB ま

でごとに月額

税抜価格 750円

（３）旧データストレージ提

供機能

附則別表（付加機能）に定める旧

データストレージ 10GB までごと

に月額

税抜価格 370円

（４）旧バックアップストレ

ージ追加機能

附則別表（付加機能）に定める

旧バックアップ領域 10GB までご

とに月額

税抜価格 750円

（５）旧ファイアウォール機

能

－ －

（６）旧ロードバランサー機

能

－ －

（７）削除

（８）旧拡張ファイアウォー

ル機能

７個のグローバルＩＰアドレスご

とに

税抜価格 74,000円

（９）旧セキュリティ監視機

能

その旧拡張ＦＷ設備を設置又は設

定する旧クラウドプラットフォー

ムサービス取扱所ごとに

税抜価格 118,000円

（４）附帯サービスに関する料金等

  ア 支払証明書の発行手数料

  （ア）適用

   支払証明書の発行手数料の適用については、別記10（支払証明書の発行）の規定

によるほか、次のとおりとします。

区    分 内           容

支払証明書等の発行手数料の

適用

旧クラウドプラットフォームサービス契約者は、イ（

料金等の額）の規定にかかわらず、当社が別に定める

頻度又は態様等により支払証明書の発行の請求を行っ

た場合を除き、支払証明書発行手数料の支払いを要し

ません。

  イ 料金等の額

区    分 単    位 料  金  額

支払証明書発行手数料 支払証明書の発行１回ごとに 税抜価格 400円
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（注）支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が

必要な場合があります。

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

   附 則

（実施期日）

この約款は、平成２７年９月７日から実施します。

   附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成２７年９月３０日から実施します。

２ 削除

   附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成２８年８月３日から実施します。

   附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成２９年１月２５日から実施します。

   附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成２９年４月１日から実施します。

   附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成２９年４月２８日から実施します。

２ 削除

３ 削除

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

   附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成２９年９月２２日から実施します。

（附則の改正）

２ 次表左欄の規定について、次表右欄に定める取扱いを行います。

規定 取扱い

平成２７年９月３０日付附則第２項 「削除」に改めます。
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平成２９年４月２８日

第２項

第３項

「削除」に改めます。

「削除」に改めます。

（経過措置）

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

   附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成２９年１０月１９日から実施します。

   附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成３０年２月１日から実施します。

   附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成３０年１０月１５日から実施します。

   附 則

（実施期日）

この改正規定は、令和２年４月１日から実施します。

   附 則

（実施期日）

この改正規定は、令和２年５月１日から実施します。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、令和２年６月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。

   附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、令和３年３月２５日から実施します。

（経過措置）

２ 平成２７年２月１日に係る旧クラウドプラットフォームサービスに関する取扱いは、次

に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。

（１）通則

   （旧クラウドプラットフォームサービスに係る料金等の控除）
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  ア 料金表通則16の規定は、旧クラウドプラットフォームサービスの料金並びにアプリ

ケーションマネージメントサービスの提供に係る料金及び工事に関する費用（当社が

別に定めるものに限ります。）の合計額（料金表通則５（料金の日割）の規定による

場合は、適用した後の合計額とします。以下（２）までにおいて「対象料金額」とい

います。）について準用します。

   （サービス品質（稼働率）に係る料金の適用）

  イ 料金表通則17及び18の規定は、対象料金額について準用します。

（２）基本利用料

  ア 適用

    旧クラウドプラットフォームサービスに係る基本利用料の適用については、第24条

（料金の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。

区   分 内             容

（１）基本利

用料の適

用

（ア）旧クラウドプラットフォームサービスに係る基本利用料は、イ（

料金額）に定めるとおりとします。

（イ）当社は、基本額を適用するにあたって、次のとおり細目を定めます

。

  ① 削除

  ② バリューに係るもの

区  分 内         容

旧プラン１

（Small1）

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備（バリュ

ーに係るものに限ります。以下本表において同じとし

ます。）の旧プロセッサコアの数が1であって、メモリ

の容量が2ギガバイトであるもの

旧プラン２

（Small2）

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備の旧プロ

セッサコアの数が1であって、メモリの容量が4ギガバ

イトであるもの

旧プラン３

（Medium1）

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備の旧プロ

セッサコアの数が2であって、メモリの容量が4ギガバ

イトであるもの

旧プラン４

（Medium2）

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備の旧プロ

セッサコアの数が2であって、メモリの容量が8ギガバ

イトであるもの

旧プラン５

（Large1）

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備の旧プロ

セッサコアの数が4であって、メモリの容量が8ギガバ

イトであるもの

旧プラン６

（Large2）

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備の旧プロ

セッサコアの数が4であって、メモリの容量が16ギガバ

イトであるもの

備考

１ １の旧クラウドプラットフォームサービス契約において設定可

能なクラウドプラットフォーム仮想サーバー設備の数その他のバリ

ューに係る旧プラウドプラットフォームサービスの提供条件は、当

社が別に定めるところによります。

③ フレキシブルに係るもの
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  イ 料金額

  

    ① 削除

    ② バリューに係るもの

      基本利用料    １のクラウドプラットフォーム仮想サーバー設備ごとに月額

区         分 料  金  額

(税抜価格 (税込価格))

旧プラン１ 13,000 円

(14,300 円)

旧プラン２ 18,000 円

(19,800 円)

旧プラン３ 23,000 円

(25,300 円)

旧プラン４ 31,000 円

(34,100 円)

旧プラン５ 36,000 円

(39,600 円)

旧プラン６ 52,000 円

区  分 内         容

旧タイプ 旧ハイパーバイザーがVMwareであるもの

備考

１ １の旧クラウドプラットフォームサービス契約において設定可

能なクラウドプラットフォーム仮想サーバー設備の数は、当社が

別に定めるところによります。

２ フレキシブルに係るクラウドプラットフォーム仮想サーバー設備

のリソース（ストレージ以外の部分に限ります。以下この備考欄

の３までにおいて同じとします。）の上限は次表のとおりとしま

す。

ただし、１を除く奇数になる個、又はギガバイトのリソースの

選択はできません。

旧プロセッサコア（クラウドプラットフ

ォームサーバー等設備に設定された中央

演算処理装置中の命令の実行や演算を行

う半導体回路をいいます。以下この附則

において同じとします。）の数

16個

メモリの容量 64ギガバイト

３ フレキシブルに係る基本額は、旧クラウドプラットフォーム

サービス契約者が割り当てを受けている旧プロセッサコアの数とメ

モリの容量に応じて、２（料金額）に定める額を適用して算定しま

す。

４ 上記のほか、フレキシブルに係る旧プラウドプラットフォーム

サービスの提供条件については、当社が別に定めるところによりま

す。
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(57,200 円)

    ③フレキシブルに係るもの

１のクラウドプラットフォーム仮想サーバー設備ごとに月額

区 分        種 類 料  金  額

(税抜価格 (税込価格))

旧タイプ 旧プロセッサコアの数 4,500 円

(4,950円)

（１の旧プロセッサコアごとに）

メモリの容量 3,700 円

(4,070円)

（１ギガバイトごとに）

（３）付加機能利用料

  ア 適用

    付加機能利用料の適用については、第24条（料金の支払義務）の規定によります。

  ２ 料金額

区  分 単  位 料  金  額

(税抜価格

(税込価格))

（１）旧ウイルスチェック機

能

１のクラウドプラットフォーム仮

想サーバー設備ごとに月額

4,500 円

(4,950 円)

（２）旧追加システムストレ

ージ提供機能

附則別表（付加機能）に定める旧

追加システムストレージ 10GB ま

でごとに月額

750円

(825円)

（３）旧データストレージ提

供機能

附則別表（付加機能）に定める旧

データストレージ 10GB までごと

に月額

370円

(407円)

（４）旧バックアップストレ

ージ追加機能

附則別表（付加機能）に定める

旧バックアップ領域 10GB までご

とに月額

750円

(825円)

（５）旧ファイアウォール機

能

－ －

（６）旧ロードバランサー機

能

－ －

（７）削除 － －

（８）旧拡張ファイアウォー

ル機能

７個のグローバルＩＰアドレスご

とに

74,000円

(81,400円)

（９）旧セキュリティ監視機

能

その旧拡張ＦＷ設備を設置又は設

定する旧クラウドプラットフォー

ムサービス取扱所ごとに

118,000円

(129,800円)

（１０）旧エクストラアベイ

ラビリティ機能

１のクラウドプラットフォーム仮

想サーバー設備ごとに月額

‐

（４）附帯サービスに関する料金等
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  ア 支払証明書の発行手数料

  （ア）適用

     支払証明書の発行手数料の適用については、別記10（支払証明書の発行）の規定

によるほか、次のとおりとします。

区    分 内           容

支払証明書等の発行手数料の

適用

旧クラウドプラットフォームサービス契約者は、イ（

料金等の額）の規定にかかわらず、当社が別に定める

頻度又は態様等により支払証明書の発行の請求を行っ

た場合を除き、支払証明書発行手数料の支払いを要し

ません。

  イ 料金等の額

区    分 単    位
料  金  額

(税抜価格(税込価格))

支払証明書発行手数料 支払証明書の発行１回ごとに 400円

(440円)

（注）支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が

必要な場合があります。

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、令和３年１０月１日から実施します。

（附則の改正）

２ 次表左欄の規定について、次表右欄に定める取扱いを行います。

規定 取扱い

平成２７年２月１日付附則第３項（２）

アに定める規定欄中（１）

（イ）に規定する①の部分

（ウ）に規定する区分欄の「プレミアム

に係るもの」の部分

イの（ア）の①の部分

「削除」に改めます。

「削除」に改めます。

「削除」に改めます。

平成２７年２月１日付附則第３項（３）

アに定める表

イの（７）

削ります。

「削除」に改めます。

令和３年３月２５日付附則第２項（２）

アに定める規定欄中（１）

（イ）に規定する①の部分

（ウ）に規定する区分欄の「プレミアム

に係るもの」の部分

（ウ）に規定する区分欄の「バリューに

係るもの」の部分（ゾーンがTokyo01,jp

-east02,Osaka01及びjp-west02に係るも

「削除」に改めます。

「削除」に改めます。

提供を終了します。
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のに限ります。）

イの（ア）の①の部分 「削除」に改めます。

令和３年３月２５日付附則第２項（３）

アに定める表

イの（７）

削ります。

「削除」に改めます。

（経過措置）

３ 削除

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

５ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、令和３年１２月９日から実施します。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、令和３年１２月２３日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定する下表の左欄の

クラウドプラットフォームサービス（ベアメタルサーバーに係るものに限ります。）に係

るクラウドプラットフォームサービス契約は、この改正規定実施の日において、この改正

規定による改正後の約款に規定する下表の右欄のクラウドプラットフォームサービス（ベ

アメタルサーバーに係るものに限ります。）に係るクラウドプラットフォームサービス契

約に移行したものとみなします。

改正前 改正後

クラウドプラットフォームサービス

タイプ１（Small）

タイプ２（Medium）

タイプ３（Large）

タイプ４（XLarge）

クラウドプラットフォームサービス

タイプ１（i1.Small-8）

タイプ３（i1.Medium-24）

タイプ５（i1.Large-24、i2.Large-24）

タイプ６（i2.xLarge-48）

（経過措置）

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、令和４年２月１日から実施します。

（附則の改正）

２ 次表左欄の規定について、次表右欄に定める取扱いを行います。

規定 取扱い

令和３年１０月１日付附則第３項

「jp-east02ゾーン」及び「jp-west02ゾ
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ーン」の部分

「及びプレミアム（以下この附則におい

て「旧プレミアム」といいます。）に係

るもの」の部分

削ります。

削ります。

３ 削除

（経過措置）

４ 削除

５ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

６ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、令和４年４月１日から実施します。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、令和４年１０月１日から実施します。

２ 当社は、日本時間の令和５年９月３０日をもって、プレミアムに係るjp2-east01ゾーン

、jp2-east02ゾーン、jp2-west01ゾーンに係るクラウドプラットフォームサービスの提供

を終了します。

（附則の改正）

３ 次表左欄の規定について、次表右欄に定める取扱いを行います。

規定 取扱い

令和４年２月１日付附則第４項

「バリュー（以下この附則において「旧

バリュー」といいます。）及び」の部分

「Kernel-based Virtual Machineである

クラウドプラットフォームサービスのも

ので、jp-east02ゾーン、jp-west02ゾー

ンに係るクラウドプラットフォームサー

ビス契約者（以下この附則において「旧

タイプ１契約者」といいます。）又は旧

プレミアムに係るものの旧ハイパーバイ

ザーが」の部分

削ります。

削ります。

令和４年２月１日付附則第４項ただし書き

の規定中「旧タイプ１契約者」の部分 削ります。
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令和４年２月１日付附則第４項ただし書き

の表中

契約者欄が「旧タイプ１契約者」の部分

期間欄が「令和４年９月３０日」の部分 削ります。

削ります。

５ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

６ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、令和５年４月１日から実施します。

（附則の改正）

２ 次表左欄の規定について、次表右欄に定める取扱いを行います。

規定 取扱い

和３年１０月１日付附則第３項 「削除」に改めます。

令和４年２月１日付附則第３項及び第４項

「削除」に改めます。

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、令和５年４月１４日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、令和５年１０月１日から実施します。

２ 当社は、令和４年１０月１日付附則第２項の規定にかかわらず、プレミアムに係るjp2-

east01ゾーン、jp2-east02ゾーン、jp2-west01ゾーンに係るクラウドプラットフォームサ

ービス契約者であった者から当社が別に定める請求があったときは、この改正規定実施の

日以降もなお従前のとおり取り扱うことについて、当社の業務の遂行上著しい支障がない

場合に限り、令和６年３月３１日までの間、なお従前の条件にて、その請求に応じて、プ

レミアムに係るjp2-east01ゾーン、jp2-east02ゾーン、jp2-west01ゾーンに係るクラウド

プラットフォームサービスの提供を継続する取扱いを行います。

  ただし、クラウドプラットフォームサービス契約者から当該取扱いを終了する旨の申出

があった場合は、この限りでありません。
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３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、令和６年２月１日から実施します。

（附則の改正）

２ 令和５年１０月１日付附則第２項の規定において、「当面の間」の文言を「令和６年３

月３１日までの間」に改めます。

（経過措置）

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、令和６年４月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、令和６年９月２日から実施します。

（料金等の支払いに関する経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかったクラウドプラットフォ

ームサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、令和６年１０月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかったクラウドプラットフォ

ームサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、令和７年２月１４日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかったクラウドプラットフォ

ームサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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附則別表 付加機能

種  類 提   供   条   件

１ 旧ウィルスチ

ェック機能

クラウドプラットフォーム仮想サーバー設備に保存される電子ファイルに

、コンピュータウィルス（通信やコンピュータ等の機能に妨害を与え、又

は利用者の意図しない動作を行うコンピュータプログラムであって、当社

が別に定めるものをいいます。以下この附則において同じとします。）が

含まれている場合に、当該コンピュータウィルスの除去や電子ファイル自

体の隔離等を行うことができるもの

備
考

（１）本機能は、旧クラウドプラットフォームサービス契約者に限り

、提供します。

（２）当社は、本機能の内容について、その完全性、正確性、確実性

又は有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし、当社の

故意又は重大な過失による場合を除き、本機能の利用により生じ

た結果に対する損害賠償その他何らの責任も負いません。

（３）本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定め

るところによります。

２ 旧追加システ

ムストレージ提

供機能

旧システムストレージに相当するストレージ（以下「旧追加システムスト

レージ」といいます。）の割り当てを受けることができるもの

備
考

（１）本機能は、旧クラウドプラットフォームサービス契約者に限り

、提供します。

（２）旧クラウドプラットフォームサービス契約者は、クラウドプラ

ットフォーム仮想サーバー設備ごとに追加して割り当てを受ける

旧追加システムストレージの容量をあらかじめ指定していただき

ます。この場合、その追加して割り当てを受ける容量は、10GB単

位で指定していただきます。

（３）当社は、本機能を利用した場合に生じた情報の破損若しくは滅

失による損害又は旧追加システムストレージ上の記憶領域に蓄積

された情報等に起因する損害については、当社の故意又は重大な

過失による場合を除き、その原因の如何によらず一切の責任を負

わないものとします。

（４）本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定め

るところによります。
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３ 旧データスト

レージ提供機能

旧データストレージ（主に電子ファイルの保存等の用に供することを目的

として設定するストレージをいいます。以下この附則において同じとしま

す。）の割り当てを受けることができるもの

備
考

（１）本機能は、旧クラウドプラットフォームサービス契約者に限り

、提供します。

（２）旧クラウドプラットフォームサービス契約者は、割り当てを受

ける旧データストレージの容量をあらかじめ指定していただきま

す。この場合、割り当てを受ける旧データストレージの容量は、

10GB単位で指定していただきます。

（３）当社は、本機能を利用した場合に生じた情報の破損若しくは滅

失による損害又は旧データストレージ上の記憶領域に蓄積された

情報等に起因する損害については、当社の故意又は重大な過失に

よる場合を除き、その原因の如何によらず一切の責任を負わない

ものとします。

（４）本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところ

によります。

４ 旧バックアッ

プストレージ追

加機能

旧システムストレージ、旧追加システムストレージ若しくは旧データスト

レージ（以下この欄において「旧メインストレージ」といいます。）に蓄

積された情報若しくは旧クラウドプラットフォーム契約者が任意に複製し

た情報又は管理用サイトからアップロードした情報（当社が別に定めるも

のに限ります。）を旧メインストレージとは異なる記憶領域（以下この欄

において「旧バックアップ領域」といいます。）に一定期間保存すること

ができるもの

備
考

（１）本機能は、旧クラウドプラットフォームサービス契約者に限り

、提供します。

（２）本機能に係る料金額は、利用のあった旧バックアップ領域に係

る容量が料金月において最大となる容量について適用します。

（３）当社は、本機能を利用した場合に生じた情報の破損若しくは滅

失による損害又は旧メインストレージ上の記憶領域に蓄積された

情報等に起因する損害については、当社の故意又は重大な過失に

よる場合を除き、その原因の如何によらず一切の責任を負わない

ものとします。

（４）旧バックアップ領域に余裕のないときは、本機能により複製さ

れた情報又は旧管理用サイトからアップロードした情報の蓄積は

行えません。

（５）当社は、旧バックアップ領域を設定する旧クラウドプラットフ

ォームサーバー設備を旧メインストレージに係るストレージが設

置された旧クラウドプラットフォームサービス取扱所及びその取

扱所と異なる地域の旧クラウドプラットフォームサービス取扱所

に設置するものとします。

（６）本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところ

によります。
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５ 旧ファイアウ

ォール機能

次の通信を遮断することができるもの

ア 旧クラウドプラットフォームサービス契約者があらかじめ設定したIP

アドレスからその旧クラウドプラットフォームサーバー等設備への通信

(インターネットを介して行うものに限ります。)

イ 旧クラウドプラットフォームサービス契約者があらかじめ設定したTC

P/UDPポート番号以外のポート番号(その旧クラウドプラットフォームサ

ーバー等設備に係るものに限ります。)への通信(インターネットを介し

て行うものに限ります。)

備
考

（１）本機能は、旧クラウドプラットフォームサービス契約者に限り

、提供します。

（２）当社は、本機能の内容について、その完全性、正確性、確実性

又は有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし、当社の

故意又は重大な過失による場合を除き、本機能の利用により生じ

た結果に対する損害賠償その他何らの責任も負いません。

（３）本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところ

によります。

（注）（２）に定める本機能の内容及び本機能の利用により生じた結

果には、伝送速度の一時的な制限及びその超過した符号の全部又

は一部の破棄を含みます。

５の２ 旧拡張フ

ァイアウォール

機能

次の通信を遮断することができるもの

ア 旧クラウドプラットフォームサービス契約者があらかじめ設定したIP

アドレスとその旧クラウドプラットフォームサーバー等設備（当社が別

に定める機能を有するものに限ります。以下この表において「旧拡張Ｆ

Ｗ設備」といいます。）との間の通信（インターネットを介して行うも

のに限ります。）

イ 旧クラウドプラットフォームサービス契約者があらかじめ設定したIP

アドレスと旧拡張ＦＷ設備との間の通信（インターネットを介して行う

ものを除きます。）

ウ 旧クラウドプラットフォームサービス契約者があらかじめ設定したTC

P/UDPポート番号以外のポート番号（旧拡張ＦＷ設備に係るものに限り

ます。）を利用して旧拡張ＦＷ設備から発信し、又は旧拡張ＦＷ設備に

着信する通信（インターネットを介して行うものに限ります。）

エ 旧クラウドプラットフォームサービス契約者があらかじめ設定したTC

P/UDPポート番号以外のポート番号（旧拡張ＦＷ設備に係るものに限り

ます。)を利用して旧拡張ＦＷ設備から発信し、又は旧拡張ＦＷ設備に

着信する通信（インターネットを介して行うものを除きます。）
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備
考

（１）本機能は、旧クラウドプラットフォームサービス契約者に限り

、提供します。

（２）本機能の提供を受ける旧クラウドプラットフォームサービス契

約者は、当社が指定するところに従って、あらかじめその旧拡張

ＦＷ設備を設置又は設定する旧クラウドプラットフォームサービ

ス取扱所を指定して頂きます。

（３）当社は、本機能の提供に係る請求があったときは、その旧拡張

ＦＷ設備について７個のグローバルＩＰアドレスを割り当てるも

のとし、その追加に係る請求があったときは、７個を単位として

その追加を行います。

（４）当社は、本機能の内容について、その完全性、正確性、確実性

又は有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし、当社の

故意又は重大な過失による場合を除き、本機能の利用により生じ

た結果に対する損害賠償その他何らの責任も負いません。

（５）本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところ

によります。

（注）（４）に定める本機能の内容及び本機能の利用により生じた結

果には、伝送速度の一時的な制限及びその超過した符号の全部又

は一部の破棄を含みます。

５の３ 旧セキュ

リティ監視機能

当社が別に定めるところにより、５の２欄のアからエに定める通信につい

て、監視し、情報セキュリティ上の危険な兆候（以下この欄において「旧

セキュリティインシデント」といいます。）を検知したときは、その通知

等を行う機能及び本サ―ビスの提供に係る請求があったときは、次の取扱

いを行う機能

ア 本機能によって検知した旧セキュリティインシデントを料金月ごとに

当社が別に定める方法で報告すること。

イ 旧セキュリティインシデントに対する相談の受付け及びアドバイスを

提供すること。

備
考

（１）本機能は、旧拡張ファイアウォール機能の提供を受けている旧

クラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。

（２）当社は、本機能の内容について、その完全性、正確性、確実性

又は有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし、当社の

故意又は重大な過失による場合を除き、本機能の利用により生じ

た結果に対する損害賠償その他何らの責任も負いません。

（３）本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところ

によります。
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９ 旧エクスト

ラアベイラビ

リティ機能

１の共有サーバー（以下この９欄において「現用系サーバー」といい

ます。）に係るシステムストレージ又はデータストレージ（あわせて

以下この９欄において「現用系ストレージ」といいます。）に相当す

るもの（現用系サーバーとは異なるクラウドプラットフォームサーバ

ー設備（以下この９欄において「予備系サーバー」といいます。）に

係るシステムストレージ又はデータストレージに限ります。以下この

９欄において「予備系ストレージ」といいます。）を、現用系ストレ

ージを格納するストレージとは異なるストレージにおいて提供するも

の

備

考

（１）本機能は、フレキシブルに係るクラウドプラットフォームサ

ービス契約者に限り、提供します。

（２）当社は、本機能の提供を受けるクラウドプラットフォームサ

ービス契約者に対して、現用系サーバー又は予備系サーバーの

用に供することができる２のクラウドプラットフォームサーバ

ー設備（そのリソースの一部に限る場合を含みます。以下この

９欄において同じとします。）及び現用系ストレージ又は予備

系ストレージを設定することができる２のストレージ（その一

部の記憶領域に限る場合を含みます。以下この９欄において同

じとします。）を割り当てます。

（３）本機能の提供を受けるクラウドプラットフォームサービス契

約者は、当社が指定するところに従って、任意のクラウドプラ

ットフォーム仮想サーバー設備について現用系サーバー若しく

は予備系サーバー又は現用系ストレージ若しくは予備系ストレ

ージのどちらに属するのかを定めることができます。

（４）本機能の提供を受けるクラウドプラットフォームサービス契

約者は、当社が指定するところに従って、（３）の規定により

定めた内容を変更することができます。

   ただし、（２）の規定により割当てを受けた２のクラウドプ

ラットフォームサーバー設備又は２のストレージの全部又は一

部を他のクラウドプラットフォームサーバー設備又はストレー

ジに変更することはできません。

（５）本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定

めるところによります。

７ 旧ロードバラ

ンサー機能

アクセスポイントまたは相互接続点からの通信を複数のクラウドプラット

フォーム仮想サーバー設備へ分散して転送することができるもの

備
考

（１）本機能は、旧クラウドプラットフォームサービス契約者に限り

、提供します。

（２）当社は、本機能の内容について、その完全性、正確性、確実性

又は有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし、当社の

故意又は重大な過失による場合を除き、本機能の利用により生じ

た結果に対する損害賠償その他何らの責任も負いません。

（３）本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところ

によります。

８ 削除
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